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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第16期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

３．第16期は貸借対照表のみが連結対象であるため、該当事項のみを記載しております。 

４．第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

５．連結子会社でありましたトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社の吸収合併に伴い、第19期より連結

財務諸表を作成していないため、第19期の連結経営指標等は記載しておりません。 

回次 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月 

売上高（千円） － － 185,175,381 182,879,691 － 

経常利益（千円） － － 5,564,573 2,969,207 － 

当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
－ － 2,136,820 △459,579 － 

純資産額（千円） － 34,025,928 35,103,872 33,606,584 － 

総資産額（千円） － 106,595,975 105,645,608 105,025,267 － 

１株当たり純資産額 

（円） 
－ 991.11 1,023.12 979.73 － 

１株当たり当期純利益

金額又は１株当たり当

期純損失金額（△） 

（円） 

－ － 62.00 △13.40 － 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

（円） 

－ － 61.88 － － 

自己資本比率（％） － 31.9 33.2 32.0 － 

自己資本利益率（％） － － 6.2 － － 

株価収益率（倍） － － 26.9 － － 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー（千円） 
－ － △10,261,573 4,042,226 － 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー（千円） 
－ － △4,715,459 △4,524,288 － 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー（千円） 
－ － 14,836,558 465,995 － 

現金及び現金同等物の

期末残高（千円） 
－ － 720,987 704,920 － 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用者

数〕（人） 

－ 

〔－〕

1,094 

〔3,273〕

1,090 

〔3,412〕

1,064 

〔3,497〕

－ 

〔－〕



（2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第15期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、旧商法第280条ノ19第１項の規定による新

株引受権及び商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定による新株予約権を付与しておりますが、調整計算の結

果１株当たり当期純利益金額が減少しないため記載しておりません。 

回次 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月 

売上高（千円） 179,718,816 189,092,519 182,095,046 180,177,521 194,364,634 

経常利益（千円） 7,904,451 8,788,536 6,027,067 3,424,809 1,648,088 

当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
4,087,912 4,406,379 2,605,864 △475,736 △1,206,843 

持分法を適用した場合

の投資損失（千円） 
227,262 176,940 － － － 

資本金（千円） 6,034,099 6,034,099 6,034,099 6,034,099 6,034,099 

発行済株式総数（株） 34,445,982 34,445,982 34,445,982 34,445,982 34,445,982 

純資産額（千円） 30,315,398 34,025,928 35,572,915 34,059,470 30,486,294 

総資産額（千円） 99,009,181 104,209,902 105,443,391 104,899,617 96,553,093 

１株当たり純資産額 

（円） 
883.81 991.11 1,036.79 992.93 888.55 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当

額)（円） 

20 

（－）

30 

（－）

30 

（－）

30 

（－）

10 

（－）

１株当たり当期純利益

金額又は１株当たり当

期純損失金額（△） 

（円） 

118.83 127.59 75.68 △13.87 △35.18 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

（円） 

－ 127.45 75.52 － － 

自己資本比率（％） 30.6 32.7 33.7 32.5 31.6 

自己資本利益率（％） 14.3 13.7 7.5 － － 

株価収益率（倍） 11.5 16.0 22.1 － － 

配当性向（％） 16.8 23.5 39.6 － － 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー（千円） 
9,746,371 20,052,246 － － 8,164,274 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー（千円） 
△6,202,480 △6,880,224 － － △2,477,527 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー（千円） 
△3,720,601 △13,066,019 － － △5,603,675 

現金及び現金同等物の

期末残高（千円） 
694,192 800,195 － － 952,439 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用者

数〕（人） 

1,003 

〔3,076〕

1,062 

〔3,266〕

1,058 

〔3,405〕

1,034 

〔3,491〕

1,054 

〔3,599〕



３．第16期より、１株当たり純資産、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

の計算においては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日

企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

４．第17期及び第18期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロ

ー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期

末残高は記載しておりません。 

５．第18期及び第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

６．連結子会社でありましたトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社の吸収合併に伴い、第19期よりキャ

ッシュ・フロー計算書を作成しております。 

２【沿革】 

当社（形式上の存続会社、昭和22年12月27日設立、本店所在地・神奈川県川崎市高津区、平成10年10月20日商号を

神戸不二食品株式会社から日本トイザらス株式会社に変更、額面金額50円）は、旧日本トイザらス株式会社（実質上

の存続会社、平成元年11月21日設立、本店所在地・神奈川県川崎市幸区、額面金額50,000円）の株式の額面金額を変

更するため、平成11年２月１日を合併期日として同社を吸収合併し、合併により本店を神奈川県川崎市幸区に移転

し、同社の資産・負債及びその他一切の権利義務を引き継ぎましたが、合併前の当社は休業状態にあり、合併後にお

きましては被合併会社の営業活動を全面的に継承しております。 

したがいまして、上記理由により平成11年１月31日以前に関する事項は、特に記載のない限り、実質上の存続会社

である旧日本トイザらス株式会社について記載しております。 

なお、当社の事業年度の期数は、実質上の存続会社である旧日本トイザらス株式会社の通算方法を承継し、平成11

年２月１日より始まる事業年度を第12期としております。   



年月 事項 

平成元年11月 玩具、育児用品、子供衣料、文具・学用品、スポーツ用品等子供用品全般の小売販売を目的とし

て、東京都新宿区西新宿２丁目６番１号新宿住友ビルに日本トイザらス株式会社を設立。 

平成２年12月 神奈川県川崎市川崎区駅前本町３番地の１リクルート川崎東口ビル10階に本社を移転。 

平成３年４月 神奈川県川崎市に「川崎流通センター」を開設。 

平成３年12月 茨城県稲敷郡「カスミ荒川沖ショッピングプラザ」内に国内第１号店となる「トイザらス荒川沖

店」を開設。 

平成４年１月 奈良県橿原市「池原観光ビル」内に関西地区第１号店となる「トイザらス橿原店」を開設。 

アメリカ合衆国ブッシュ大統領（当時）がオープニングセレモニーに参列。 

平成４年３月 神奈川県相模原市に初の単独出店となる「トイザらス相模原店」を開設。 

後に、全世界のトイザラス店舗の中で、一日及び年間の売上高最高記録を樹立。 

平成４年９月 大阪府東大阪市に大阪第１号店となる「トイザらス八戸ノ里店」を従来の郊外型ロードサイド店

ではなく、近鉄八戸ノ里駅前に開設。 

平成６年３月 兵庫県神戸市に「神戸流通センター」を開設。これに伴い「川崎流通センター」を閉鎖。 

平成６年11月 初のクリスマスカタログを発行。総額45,000円以上の割引クーポンが付いたＡ４版48ページの大

型カタログを新聞折り込みで発行する他、店内売場にも設置。 

平成７年１月 阪神大震災に伴い「神戸流通センター」を一時閉鎖。これに伴い、神奈川県川崎市に「川崎仮流

通センター」を開設。 

平成７年９月 神奈川県横浜市に「関東流通センター」を開設。これに伴い「川崎仮流通センター」を閉鎖。 

平成８年４月 西日本地域の物流拠点として、大阪府堺市に「関西流通センター」を開設。これに伴い「神戸流

通センター」を閉鎖。 

平成８年５月 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館に本社を移転。 

平成８年10月 神奈川県厚木市に50店舗目となる「トイザらス厚木店」を開設。 

平成９年４月 神奈川県横浜市に初の都市型ツー・フロア店舗となる「トイザらス磯子店」を開設。 

平成９年９月 千葉県船橋市「船橋ららぽーとそごう店」内に、初めての百貨店内への出店となる「トイザらス

船橋ららぽーとそごう店」を開設。 

平成９年９月 平成４年４月に福岡県糟屋郡に開設した「トイザらス新宮店」内に当社初のベビー用品専門の

「ベビーザらス」を開設。 

平成９年11月 東京都江東区ＪＲ亀戸駅前「サンストリート」内に、初の東京都内１号店となる「トイザらス亀

戸店」を開設。 

平成９年11月 トイザらス・カードをイオンクレジットサービス株式会社と提携して発行。 

平成10年６月 千葉県市川市に「市川物流センター」を開設。これに伴い「関東流通センター」を閉鎖、「関西

流通センター」の呼称を「関西物流センター」へと変更。 

平成11年２月 株式の額面金額変更のため、形式上の存続会社である日本トイザらス株式会社（旧神戸不二食品

株式会社、本店所在地・神奈川県川崎市高津区）と合併。 

平成12年４月 当社株式を日本証券業協会に店頭登録。 

平成12年10月 日本国内におけるインターネット玩具販売を行う目的で、TOYSRUS.COM,LLC、ソフトバンク・イ

ーコマース株式会社、日本マクドナルド株式会社及び当社の共同出資により、トイザらス・ドッ

ト・コム ジャパン株式会社を設立。 

平成12年11月 東京都練馬区に100店舗目となる「トイザらスとしまえん店」を開設。 

平成13年３月 兵庫県神戸市に「神戸物流センター」を開設。これに伴い「関西物流センター」を閉鎖。 

平成13年４月 新ロゴマーク（スターロゴ）に刷新。 

平成13年10月 株式会社クレディセゾンと提携して、「トイザらス・カード《セゾン》」を発行。 

平成14年12月 千葉県浦安市に国内第１号店となるベビー総合専門店「ベビーザらス新浦安店」を開設。 

平成15年７月 沖縄県沖縄市に立地移転（リロケーション）第１号店となる「トイザらス沖縄泡瀬店」を開設。

これに伴い「トイザらス嘉手納店」を閉鎖。 

平成15年７月 「トイザらス・カード」会員200万人達成。 

平成15年11月 トイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社を100％子会社化。 

平成16年５月 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地に本社を移転。 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 

平成17年６月 兵庫県宝塚市に関西地区第１号店となる「ベビーザらス阪急宝塚店」を開設。 

平成17年10月 熊本県熊本市「ゆめタウンサンピアン」内にトイザらスとの初の複合店となる「ベビーザらス熊

本店」を開設。  

平成18年４月 トイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社を吸収合併。  

平成18年11月 愛知県名古屋市に東海地区第１号店となる「ベビーザらス名西店」を開設。 



３【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の親会社）は、当社、親会社（トイザラス・インク）及びその関係会社（ティーアー

ルユー・ジャパン・ホールディングス・インク）で構成されております。 

当社は、世界各地において玩具、育児用品、子供衣料、文房具、スポーツ用品等のベビー・子供用品全般を取り扱

う小売販売店舗「トイザラス」及び「ベビーザラス」を展開するトイザラスグループに属しております。 

当社は、トイザラスグループの中心であるトイザラス・インクの子会社であり、トイザラスグループの知的財産管

理会社であるトイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シー（以下、「ラ

イセンサー」）との間で登録商標の使用許諾に関するライセンス契約を締結し、その対価としてのロイヤリティを支

払っております。その一方で、日本国内における広告宣伝及び広報活動を通じたトイザラスシステムの名声の高揚を

目的として、ライセンサーとマーケティングサポート契約を締結し、その対価を受け取っております。加えて、トイ

ザラス・インクとの間でメンテナンス・アンド・サポート契約を締結し、トイザラスグループで共有するインフォメ

ーションシステムに係るメンテナンス及び業務支援サービス等の提供を受け、その対価としてのサービス料を支払っ

ております。 

さらに、当社の100％子会社で、インターネットによる玩具等の販売事業を行っていたトイザらス・ドット・コ

ム ジャパン株式会社を平成18年４月１日付で吸収合併いたしました。これにより、インターネットによる販売事業

と店舗における販売事業との連携を一層強化し、国内における日本トイザらスのブランド高揚とさらなる顧客満足度

の向上を図っております。 



なお、当社と関係会社及び関連当事者との資本関係及び取引関係の概要を図示すると以下のとおりであります。  

  

 ※１ 親会社 

 ※２ 親会社の子会社 



４【関係会社の状況】 

 (1)親会社等 

（注）議決権の被所有割合の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。 

５【従業員の状況】 

（1）提出会社の状況 

 （注）１．平均年間給与（税込み）は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間の平均雇用人員を〔 〕外数で記載しております。 

（2）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容 

議決権の
被所有割
合 
（％） 

関係内容 

ティーアールユー・ジ

ャパン・ホールディン

グス・インク  

米国ニュージャ

ージー州 
 10米ドル 持株会社 47.96 － 

トイザラス・インク  同上 －  持株会社 
47.96 

(47.96) 

経営ノウハウ提供  

 役員の兼任あり 

  平成19年１月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

1,054〔3,599〕 32.2 6.3 5,079,138 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の好調を背景に設備投資が増加し、また、雇用・所得環境の改善に

伴い個人消費もやや伸び悩みながらも底堅く推移する等、景気全体としては緩やかな拡大となりました。 

しかしながら、小売業界におきましては、異業種間競争や価格競争がより一層激化し、当社を取り巻く経営環境

は予断を許さない厳しい状況となりました。 

このような状況の中で、当社は「お客様に“夢”を提供し、豊かで楽しい暮らし作りのお手伝いをする。また、

楽しさとお客様の利益を追求した企業活動を通じて、社会と株主に貢献する。」という経営理念のもと、さらなる

お客様の支持を得るべく努力してまいりました結果、当事業年度における業績は、売上高は1,943億64百万円（前年

同期比7.9％増）となり、過去最高の売上高を達成いたしました。一方、利益面につきましては、経常利益は16億48

百万円（前年同期比51.9％減）となりました。これは、売上高の増加や販売費及び一般管理費の削減を図ったもの

の、相対的に利益率の低い商品群が好調であった結果として、売上総利益率の低下を招いたことが主な要因です。 

また、将来を見据えた施策として実施したリロケーション等に伴う鳥栖店（佐賀県）、八戸ノ里店（大阪府）、

宇治店（京都府）に関する店舗閉鎖損失９億45百万円の計上や、商品施策の見直しにより、安定的に利益を生み出

す経営基盤の再構築を図ることを目的とした在庫の処分に伴う特別損失16億98百万円を計上したこと等により、当

期純損失は12億６百万円（前年同期は当期純損失４億75百万円）となりました。 

（店舗展開の概況） 

店舗展開につきましては、当事業年度末における「トイザらス」店舗数は、新規開店した昭島店（東京都）、八

幡店（福岡県）、新鎌ヶ谷店（千葉県）、大阪鶴見店（大阪府）、佐賀店（佐賀県）の５店舗を加え、149店舗とな

りました。また、当事業年度末における「ベビーザらス」店舗数は、新規開店した豊中店（大阪府）、錦糸町店

（東京都）、名西店（愛知県）の３店舗を加え、18店舗となりました。 

（マーチャンダイズ及びマーケティング施策の概況） 

商品面では、人気商品を最大限確保するとともに、アメリカ国内で販売開始から僅か３ヶ月で約50万台と驚異的

な販売実績を築き上げたAI（人工知能）搭載の犬型ロボット「ロボパピィ」やAI搭載の恐竜型ロボットの第二弾と

なる「ロボザウルス NEO」の投入に加え、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との合意のもと、ディズニー

商品の共同開発及び販売と日本未入荷となっているディズニー商品の直輸入を玩具小売業として初めて実現し、当

社オリジナルのディズニーキャラクター商品を展開する等、メーカー各社の協力を得て当社限定販売となるオリジ

ナル商品の拡充を図り、当社ならではの魅力的な商品の投入に注力してまいりました。 

企画面では、全国のトイザらス店舗への知育玩具専門コーナー「イマジナリウム」の導入が完了し、それを記念

して、読書アドバイザー等による絵本の読み聞かせイベント「たのしいおはなし会」を開催いたしました。また、

ベビーザらス店舗においては、言葉を話す前の赤ちゃんと簡単なジェスチャーや手話等を通じてコミュニケーショ

ンをとる新しい育児法「ベビーサイン」の「ベビーサイン体験教室」を開催する等、出版社、メーカー等各社なら

びに関係団体の協力を得て、当社ならではの様々なイベントを実施し、集客力の強化に継続して努めてまいりまし

た。さらに、ベビーザらス店舗において、お買い物時にポイントが加算されるサービス「ベビーザらス ママ＆ベ

ビークラブ」を昨年４月に導入いたしました。なお、当事業年度末における登録会員数は37万人を突破し、順調に

会員数を伸ばしております。 

（店舗運営施策の概況） 

店舗売場展開面では、ベビーザらス店舗において、赤ちゃんの健やかな成長とママ・パパのより快適で楽しい子

育てをサポートすべく、ハイクオリティーなベビー用品を提供するコーナー「Be Celeb（ビーセレブ）」を新規店

舗に導入し、また、既存店舗への導入を推進する等、店舗環境の充実に努めてまいりました。 

接客サービス面では、トイザらス店舗において、店舗スタッフによる「バルーンコミュニケーション」、マジッ

クの技術を習得した店舗スタッフがマジシャンとなる「マジックショー」を継続して実施し、エンターテインメン

ト性を訴求すると同時に、お客様とのコミュニケーションを大切にすることで来店への動機付けを図ることに努め

てまいりました。また、ベビーザらス店舗では、専門知識を豊富に持ち、ベビー用品や育児の適切な情報を提供す

る「ベビーズ・スペシャリスト」の育成を継続して推進してまいりました。そして、その「ベビーズ・スペシャリ

スト」が赤ちゃんを迎える“プレママ”（妊婦の方）のために、店内をご案内しながら、お客様それぞれのライフ

スタイルに合わせた商品選びのお手伝いをする「プレママ・ストアツアー」を継続して実施し、お客様の快適なシ

ョッピングをサポートしてまいりました。 

（その他の概況） 



インフラ面では、市川、神戸、札幌の３つの物流拠点網を構築したことで、着実な出店と確実な商品供給を維持

し、日々増加する物流に対処するとともに、物流のさらなる円滑化に努めてまいりました。 

社会貢献活動につきましては、玩具や売上金の一部の寄付を継続して実施しております。当事業年度は、トイザ

らス店舗の国内第１号店を出店してから15周年を迎えたことを記念した特別チャリティ企画として、「トイザらス

フレンドシップバンド」の販売をトイザらスとベビーザらスの全店舗及びオンラインショッピングにて実施いたし

ました。同フレンドシップバンドには、未来へ向けての希望や夢を育む環境作りを整えていきたいという気持ちを

込めて、「Smile Hope Dream」を刻印いたしました。このフレンドシップバンドの売上の一部は、株式会社スモー

ルプラネットを通じて、財団法人日本ユニセフ協会へ寄付いたしました。また、全国のトイザらスとべビーザらス

店舗では、文部科学省の推奨する、望ましい勤労感、職場感の育成を図るという職場体験の目的に賛同し、多くの

小・中学生を受け入れ、店舗近隣の方々とのコミュニケーションを図りながら地域に根ざした店舗運営を実施して

おります。 

（2）キャッシュ・フロー 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、子会社の合併による増加分を含め前

事業年度末に比べ２億58百万円増加し、９億52百万円となりました。なお、前連結会計年度は連結キャッシュ・

フロー計算書を作成しており、当事業年度より個別キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期と

の比較は行っておりません。 

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、81億64百万円となりました。これは主に、たな卸資産の減少30億44百万円、減

価償却費35億97百万円、差入保証金と相殺した賃借料12億41百万円、商品整理損失16億98百万円があったこと等に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は24億77百万円となりました。これは主に、関係会社長期貸付金の回収19億50百万

円があった一方、関係会社株式の取得による支出22億円、店舗設備等有形固定資産の取得による支出23億95百万円

があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は56億３百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少37億円、長期借入

金の返済による支出８億80百万円、配当金の支払10億23百万円によるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

 （注）１．数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。 

    ２. 金額は仕入価格によって表示しております。 

    ３. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

    ４．上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。 

 ベビー用品……………紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料 

 エンタテインメント…テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル 

 その他…………………教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上原価等 

５．前事業年度は「仕入及び販売の状況」を連結ベースで作成していたため、仕入実績について前年同期との

対比を行っておりません。 

(2) 販売実績 

① 商品別売上高 

 （注）１．数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。 

    ２. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

    ３．上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。 

 ベビー用品……………紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料 

 エンタテインメント…テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル 

 その他…………………教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上等 

４．前事業年度は「仕入及び販売の状況」を連結ベースで作成していたため、販売実績について前年同期との

対比を行っておりません。 

品目 
当事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

前年同期比（％） 

商品仕入高    

玩具（千円） 25,045,249 ― 

ベビー用品（千円） 39,094,225 ― 

スポーツ用品・自転車（千円） 7,954,716 ― 

エンタテインメント（千円） 50,586,869 ― 

その他（千円） 14,217,858 ― 

合計（千円） 136,898,919 ― 

品目 
当事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

前年同期比（％） 

商品売上高    

玩具（千円） 37,942,838 ― 

ベビー用品（千円） 56,757,528 ― 

スポーツ用品・自転車（千円） 13,432,595 ― 

エンタテインメント（千円） 60,984,115 ― 

その他（千円） 23,425,443 ― 

小計（千円） 192,542,521 ― 

賃貸料収入（千円） 1,822,112 ― 

合計（千円） 194,364,634 ― 



② 地域別売上高 

地域 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

売上高（千円） 
前年同期比 
（％） 

構成比 
（％） 

出店（店） 退店（店） 期末（店） 

商品売上高            

北海道 7,335,090 ― 3.8 ― ― 9 

青森県 1,657,011 ― 0.9 ― ― 2 

岩手県 1,712,073 ― 0.9 ― ― 2 

宮城県 3,099,828 ― 1.6 ― ― 3 

秋田県 968,715 ― 0.5 ― ― 1 

山形県 1,237,613 ― 0.6 ― ― 1 

福島県 3,210,727 ― 1.7 ― ― 3 

茨城県 3,432,311 ― 1.8 ― ― 3 

栃木県 4,435,214 ― 2.3 ― ― 4 

群馬県 3,601,746 ― 1.9 ― ― 3 

埼玉県 13,248,760 ― 6.8 ― ― 12 

千葉県 12,768,514 ― 6.6 1 ― 11 

東京都 15,332,946 ― 7.9 2 ― 12 

神奈川県 18,105,389 ― 9.3 ― ― 12 

新潟県 2,315,840 ― 1.2 ― ― 2 

富山県 1,955,168 ― 1.0 ― ― 2 

石川県 1,227,118 ― 0.6 ― ― 1 

福井県 968,671 ― 0.5 ― ― 1 

山梨県 1,417,935 ― 0.7 ― ― 1 

長野県 2,906,659 ― 1.5 ― ― 3 

岐阜県 1,410,561 ― 0.7 ― ― 1 

静岡県 4,050,267 ― 2.1 ― ― 3 

愛知県 13,763,501 ― 7.1 1 ― 11 

三重県 2,427,724 ― 1.2 ― ― 2 

滋賀県 1,818,071 ― 0.9 ― ― 2 

京都府 2,330,076 ― 1.2 ― 1 1 

大阪府 15,722,473 ― 8.1 2 1 13 

兵庫県 11,502,537 ― 5.9 ― ― 11 

奈良県 2,715,194 ― 1.4 ― ― 2 

和歌山県 1,200,395 ― 0.6 ― ― 1 

 



（注）１. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．前事業年度は「仕入及び販売の状況」を連結ベースで作成していたため、販売実績について前年同期との

対比を行っておりません。 

地域 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

売上高（千円） 
前年同期比 
（％） 

構成比 
（％） 

出店（店） 退店（店） 期末（店） 

商品売上高            

鳥取県 626,889 ― 0.3 ― ― 1 

岡山県 3,048,008 ― 1.6 ― ― 2 

広島県 5,091,501 ― 2.6 ― ― 4 

山口県 1,620,174 ― 0.8 ― ― 2 

香川県 1,932,527 ― 1.0 ― ― 2 

愛媛県 1,573,650 ― 0.8 ― ― 1 

高知県 1,300,571 ― 0.7 ― ― 1 

福岡県 8,157,098 ― 4.2 1 ― 9 

佐賀県 664,562 ― 0.3 1 1 1 

長崎県 772,772 ― 0.4 ― ― 1 

熊本県 2,269,539 ― 1.2 ― ― 3 

大分県 1,178,262 ― 0.6 ― ― 1 

宮崎県 992,881 ― 0.5 ― ― 1 

鹿児島県 1,030,212 ― 0.5 ― ― 1 

沖縄県 1,853,194 ― 1.0 ― ― 2 

その他 2,552,532 ― 1.3 ― ― ― 

小計 192,542,521 ― 99.1 8 3 167 

賃貸料収入 1,822,112 ― 0.9 ― ― ― 

合計 194,364,634 ― 100.0 8 3 167 



③ 単位当たり売上高 

（注）１．売上高は、生産性を正確に把握するため、商品売上高のみを表示しております。 

２．「店舗面積（平均）」は、生産性を正確に把握するため、貸与面積を除いた全店舗の自営売場面積につい

て稼動日数を基礎として算出しております。 

３．「従業員数（平均）」は、パートタイマー及び契約社員を含んだ期中平均であります。 

４. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

５．前事業年度は「仕入及び販売の状況」を連結ベースで作成していたため、販売実績について前年同期との

対比を行っておりません。 

項目 
当事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

前年同期比（％） 

売上高（商品）（千円） 192,542,521 ― 

店舗面積（平均）（㎡） 

１㎡当たり期間売上高（千円） 

355,995 

540 

― 

― 

従業員数（平均）（人） 

１人当たり期間売上高（千円） 

4,674 

41,194 

― 

― 



３【対処すべき課題】 

親子でご来店いただき、共に楽しめるエンターテインメント空間をご提供するために、お客様の目線に立って、次

の課題を最優先に取り組んでまいります。 

 （1）トイザらス店舗につきましては、都市型ニューコンセプトストア「トイザらス セレクト」を新たな店舗フォ

ーマットで出店するとともに、既存店舗の改装（リモデル）を推進し、お子様はもちろん大人の方も楽しめるエ

ンターテインメント性の高い店舗作りを推進してまいります。また、全国の各出店地域の特性や店舗の特性に合

わせて、店舗毎に独自のサービスや売り場作りを実施し、より地域に根ざした個性的な店舗運営に注力してまい

ります。さらに立地移転（リロケーション）も継続的に実施し、既存店の収益改善にも努めてまいります。ベビ

ーザらス店舗につきましては引き続き、安定的な成長を具現化すべく単独店を着実に出店するとともに、既存の

トイザらス店舗を改装することによって、トイザらス店舗との併設型店舗を展開してまいります。これらの施策

を通じて日本トイザらスのブランド高揚と、さらなる顧客満足度の向上に努めてまいります。なお、平成19年度

は、通期でトイザらス店舗１店舗（トイザらス セレクト店舗）、べビーザらス店舗２店舗、「トイザらス」と

「ベビーザらス」の併設型店舗１店舗の出店を計画しております。 

 （2） 商品面につきましては、大手玩具メーカー各社との連携を強化し人気商品を確保するとともに、玩具企画会

社とのコラボレーションにより、他社にはないユニークな商品を導入してまいります。また、欧米の高品質かつ

プレミアムな商品や、プライベートブランド商品も積極的に投入し、競合他社との差別化と利益率の向上を推進

してまいります。 

 （3） インフラ面につきましては、市川、神戸、札幌に加えて福岡にも物流拠点を設置し、物流の効率的運営を一

層推進してまいります。さらに、買い付け、配送、販売に至るまでの業務構造をリエンジニアリングし、収益性

の向上と適正在庫の実現に注力してまいります。 

 （4） サービス面につきましては、他業種とのコラボレーションを積極的に推進し、店舗内に飲食、アミューズメ

ント等の施設の導入を図り、店舗のエンターテインメント性のさらなる向上を実現し、お子様も大人の方も楽し

める空間を演出してまいります。また、病院、保育園等への紙おむつ等の消耗品を中心とした商品の配送サービ

スも新たな取り組みとして導入し、新規顧客の獲得を図ってまいります。 

４【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、主として以下のようなものがあります。 

なお、当社の事業等においてはこれら以外にも様々なリスクを伴っており、ここに記載されたものがリスクのすべ

てではありません。また文中において将来について記載した事項は、当事業年度末現在において判断したものであり

ます。 

  (1）ライセンス契約について 

当社はトイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーとライセンス契

約を締結しております。当契約では、第三者が当社株式の３分の１以上を取得した場合、ライセンサーは現行の契

約を破棄することができるとしており、その場合は当社の現業態に影響を及ぼす可能性があります。詳細について

は、「５ 経営上の重要な契約等」をご参照ください。 

  (2）同業他社との競争激化及び消費動向による影響について 

小売業界では厳しい経営環境が続き、低価格販売による企業間競争が激化しております。当社では、店舗網の拡

大を図ることに加え、インターネットによる通信販売を展開し、品揃えの充実さや販売力の強化を図っております

が、当社の経営成績は同業他社との競争激化や消費動向による影響を受ける可能性があります。 

  (3）出店政策について 

当社は、主に店舗の土地及び建物を賃借する方式で出店しており、出店時に土地等所有者に対して、敷金・保証

金及び建設協力金として資金の差入れを行っており、建設協力金等は一括または当社が支払う賃借料との相殺等に

より回収しております。 



新規出店に際しては、対象物件の権利関係等の確認を行い、出店先の財務内容に応じて抵当権を設定する等、現

状できる限りの保全対策を行っておりますが、土地及び建物の所有者である法人・個人が破綻等の状況に陥り、店

舗の継続的使用や債権の回収が困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、締結

している土地及び建物に係る長期賃貸借契約のうち、当社の事情により中途解約する場合には、敷金・保証金等の

一部または全部を放棄する可能性があります。 

  (4）法的規制等について 

当社は、主として全国的に店舗を展開する玩具の小売業を営んでおり、積極的に店舗網の拡大を図っておりま

す。 

店舗の出店に際しては、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」が平成12年５月31日

に廃止され、平成12年６月１日より「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という。）が施行されまし

た。「大店立地法」では、売場面積1,000㎡を超える新規出店について、都市計画、交通、地域環境等の観点から

地元自治体による出店の規制が行われております。 

当社が今後出店を予定している1,000㎡を超える新規出店につきましては、「大店立地法」による影響を受ける

可能性があります。 

さらに、平成18年５月に、「都市計画法」および「中心市街地活性化法」が改正されたことにより、延べ床面積

が10,000㎡を超える大型集客施設の郊外立地が原則禁止され、市街地中心部の商業地域などに限定されることか

ら、当社の今後の出店計画につきましても、一定の影響を受ける可能性があります。 

  (5）取扱商品の品質上の問題による影響について 

当社が販売用に購入した商品について、品質面で何らかの問題が発生し、販売業者として民事上の責任又は輸入

業者として製造物責任法上の責任を負うことになった場合は、損害賠償の発生など当社の業績に影響を与える可能

性があります。加えて、この場合、当該商品及び当社の企業イメージが損なわれる可能性があります。 

  (6）個人情報漏洩による影響について 

平成17年４月１日に個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）が全面施行され、個人情

報を取扱う企業等は、一定の義務を負うこととなりました。 

当社はベビーザらス ママ＆ベビークラブ会員をはじめ、インターネットによる販売顧客や店舗内での顧客に関

する多くの個人情報を保有しております。個人情報に関する取り扱いにつきましては、もとよりその管理を徹底し

ており、また「個人情報保護法」施行に伴い、さらに社内管理体制の充実と教育を推進し万全を期しております

が、不測の事故または事件によって情報漏洩が発生した場合は、損害賠償の発生等当社の業績に影響を与える可能

性があります。 

  (7）自然災害等による影響について 

当社は、主として店舗による事業展開を行っているため、地震・洪水・台風等の不測の災害によって店舗等の事

業所が損害を受けた場合や営業継続が困難となった場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  (8）情報セキュリティについて 

当社が活用している情報システムについて、何らかの原因もしくは理由により、システムの稼動停止、顧客情

報・個人情報等の流出が万一発生した場合には、当社の信用低下及び当社の企業イメージの悪化につながり、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  (9）人材の確保について 

当社では、全国的に展開している店舗における玩具の小売業と、インターネットによる通信販売業をその主たる

事業としており、これら事業の展開においては、マーケティング、マーチャンダイジング、販売等さまざまな分野

において専門的な知識とノウハウを保有する創造的な人材を確保することが重要であります。当社としては、これ

らの必要な人材を十分に確保できなかった場合には、当社の業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。



５【経営上の重要な契約等】 

 (1）ライセンス契約 

契約の相手方  トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シー 

国籍     米国 

契約の内容  １）登録商標の使用 

２）日本国内における「コンセプト」を使用した小売店舗の営業権 

３）上記１．２．を内容とした独占的な許諾契約 

約定条件   １）トイザラス・インクの定める店舗運営スタンダードの遵守 

２）競合禁止 

３）最低70店舗の維持 

４）当社の行動により発生したトイザラス・インクの損失の補填 

対価     商標を認知する小売店舗及び電子商取引における総収入に対して３％のロイヤリティを、当社が

米国契約当事者に支払う。 

契約期間   平成12年２月１日より20年間、以降10年毎の更新 

ただし、当該ライセンス契約は、第三者が当社株式の３分の１以上を取得した場合、ライセンサーは新規のラ

イセンス契約を協議の上締結するか、現行の契約を破棄することができます。当該理由によりライセンス契約が

破棄された場合、当社は60日以内に「トイザラス」事業の営業を停止し、その後２年間はライセンスの対象であ

った業務と直接競合する業務に従事することはできないこととなっております。したがって、事実上現業態とし

ての存続性が失われることとなります。 

この他にも、当該ライセンス契約には、当社が倒産した場合、資産の大部分が差し押さえられた場合、その他

一定の事由に該当する場合に契約が解除されることが規定されております。 

（2）マーケティングサポート契約 

契約の相手方 トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シー 

国籍     米国 

契約の内容  当社が、日本国内における広告宣伝及び広報活動等を通じて、トイザラスシステムの名声の高揚

を行う。 

対価     ライセンス契約で定義された総収入の１％のマーケティングサポートフィーを、米国契約当事者

が当社に支払う。 

契約期間   平成12年２月１日より20年間、以降10年毎の更新 

（3）サービス契約 

当社は、日本マクドナルド株式会社と、同社が開発、所有する小売店事業の効率的な営業に関する専門知識・

技術及び小売店事業開発に関する用地選択ならびに不動産開発ノウハウの提供を受ける下記内容の「サービス契

約」を締結しておりましたが、当社は、平成18年11月30日をもって当該サービス契約を解除いたしました。 

 なお、本契約については、平成19年２月28日付で契約の相手方である日本マクドナルド株式会社より、東京地

方裁判所において「役務提供契約存在確認等請求事件」として当該契約の現時点における有効性及び同社の契約

上の権利を有する地位であることの確認ならびに未払いのサービスの対価の支払いを求める訴訟が提起されてお

ります。 

契約の相手方 日本マクドナルド株式会社 

契約の内容  １）小売店事業の効率的な営業に関する専門知識・技術の提供 

２）小売店事業開発に関する用地選択ならびに不動産開発ノウハウの提供 

３）販売促進活動にかかるノウハウならびにサービスの提供 

対価     サービス契約で定義された総収入の0.5％のサービス料を、当社が日本マクドナルド株式会社に

支払う。 

ただし、サービス料率については、契約締結後５年目以降、サービス内容との対価性を勘案し、

見直す旨の条項があります。 

契約期間   平成12年２月１日より20年間、以降10年毎の更新 



（4）合併契約 

当社は、平成18年２月20日に、子会社であるトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社と合併契約書を締

結し、平成18年４月１日を合併期日として合併いたしました。 

契約の相手方 トイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社 

契約の内容  １）合併の方法 

日本トイザらス株式会社及びトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社は合併して、日

本トイザらス株式会社は存続し、トイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社は解散す

る。 

２）合併に際して発行する株式 

日本トイザらス株式会社は、トイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社の全株式を有し

ているため合併に際して新株式の発行は行わない。 

３）増加すべき資本金および準備金等 

日本トイザらス株式会社は、前項により資本金の増加は行わないこととし、合併により増加

する資本準備金、利益準備金および任意積立金その他の留保利益の額は次のとおりとする。

①資本準備金 

旧商法288条ノ２第１項第５号の超過額から下記の第２号および第３号の金額を控除した

額。 

②利益準備金 

合併期日におけるトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社の利益準備金の合計額 

③任意積立金その他の留保利益の額 

合併期日におけるトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社の任意積立金その他の留保

利益の合計額 

４）合併期日 

合併期日は、平成18年４月１日とする。 

５）会社財産の引継 

トイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社は、平成18年１月31日現在の貸借対照表その

他同日現在の計算を基礎とし、これに合併期日前日までの増減を加除した一切の資産、負債

および権利義務を合併期日において日本トイザらス株式会社に引き継ぐ。 

６【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成19年１月31日）現在において当社が判断したものでありま

す。 

  （1）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 (1)財

務諸表 重要な会計方針」に記載されているとおりであります。 

当社は、退職給付引当金、税効果会計、貸倒引当金、たな卸資産の評価、投資その他の資産の評価、偶発事象

等に関して、過去の実績や当該取引の状況に照らして合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資

産・負債の帳簿価額及び収益・費用の金額に反映して財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積りによ

る不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

特に店舗用の土地・建物の賃借に際して当社が賃貸人に差し入れております敷金・保証金及び建設協力金につ

いては、賃貸人の財務状況やその他の要因により、回収不能見込額に対して貸倒引当金を設定しておりますが、

将来、賃貸人の財務状況等が悪化した場合、引当金の追加計上等による損失が発生する可能性があります。 

    （2）財政状態と流動性分析 

当事業年度末の総資産は965億53百万円（前事業年度末は1,048億99百万円）となり、前事業年度末に比べ83億

46百万円の減少となりました。これは主に繰延税金資産が12億50百万円増加した一方、商品が43億77百万円、有

形固定資産が12億53百万円、関係会社長期貸付金が27億15百万円、敷金及び保証金が15億23百万円減少したこと

等によるものであります。 

負債合計は660億66百万円（前事業年度末は708億40百万円）となり、前事業年度末に比べ47億73百万円の減少

となりました。これは主に契約解除損失引当金を３億円、リコール損失引当金を１億25百万円計上した一方、短

期借入金が37億円、長期借入金が８億80百万円、未払法人税等が５億31百万円減少したこと等によるものであり

ます。 

純資産合計は304億86百万円（前事業年度末は340億59百万円）となり前事業年度末に比べ35億73百万円の減少

となりました。これは主に配当金の支払、当期純損失の計上により利益剰余金が35億80百万円減少したこと等に

よるものであります。 

以上により、流動比率は60.9％（前事業年度末は61.2％）となり、前事業年度末と比べ0.3％の減少となりまし

た。自己資本比率は31.6％（前事業年度末は32.5％）となり、前事業年度末と比べ0.9％の減少となりました。 

  

  （3）経営成績の分析 

当事業年度における売上高は1,943億64百万円（前年同期比7.9％増）、営業利益は15億57百万円（前年同期比

59.7％減）、経常利益は16億48百万円（前年同期比51.9％減）、当期純損失は12億６百万円（前年同期は当期純

損失４億75百万円）となり、前事業年度と比較すると増収減益となりました。 

（売上高） 

当事業年度における売上高の概況は、「１ 業績等の概要 （1）業績」をご参照下さい。 

（売上原価、販売費及び一般管理費） 

売上原価は、1,399億４百万円（前年同期比11.9％増）となり、前事業年度に比べ148億92百万円の増加とな 

りました。売上原価率は72.0％となり前事業年度比2.6ポイントの悪化となりました。 

販売費及び一般管理費は529億２百万円（前年同期比3.1%増）となり、前事業年度に比べ16億６百万円の増加と

なりました。対売上高販管費率は27.2％となり、前事業年度比1.3ポイント低下しました。これは主に売上高の増

加によるものであります。 

（営業利益）       

営業利益は、15億57百万円（前年同期比59.7％減）となり、前事業年度に比べ23億12百万円の減益となりまし

た。対売上高営業利益率は0.8％となり、前事業年度比1.3ポイント低下しました。 

（営業外損益と経常利益）         

営業外損益の純額は、前事業年度の４億45百万円の損失に対し、当事業年度は、90百万円の収益となり５億35

百万円の改善となりました。これは主に、貸倒引当金繰入額が１億15百万円増加した一方、支払利息が前事業年

度に比べ３億68百万円減少し、業務受託料が94百万円、受取利息が77百万円増加したこと等によるものでありま

す。 

経常利益は、16億48百万円（前年同期比51.9％減）となり、前事業年度に比べ17億76百万円の減益となりまし

た。対売上高経常利益率は0.9％となり、前事業年度比0.9ポイント低下しました。 



（特別損益） 

特別損益の純額は、前事業年度の32億84百万円の損失に対し、当事業年度は、30億98百万円の損失となり１億

86百万円の損失減となりました。これは主に、商品整理損失16億98百万円及び契約解除損失引当金繰入額３億円

を計上したこと等によるものであります。  

（当期純損益） 

当期純損失は、12億６百万円（前年同期は当期純損失４億75百万円）となり、前事業年度に比べ７億31百万円

の大幅な減益となりました。 

（4）経営成績に重要な影響を与える要因について 

経営成績に重要な影響を与える要因については、「４ 事業等のリスク」に記載しております。 

（5）経営戦略の現状と見通し 

当社は、安定した成長の継続に向けて、競合他社との差別化を図るべく関係各社との連携を強化し、ユニーク

な商品展開を実施してまいります。店舗に関しましては、お客様に支持される店舗作りを目指し、新店舗フォー

マットを導入した店舗の新規出店や既存店の改装（リモデル）を行うとともに、地域や店舗の特性に合わせた個

性的な店舗運営を行ってまいります。 

加えて、立地移転（リロケーション）も継続に実施し、既存のトイザらス店舗の収益改善にも注力してまいり

ます。「21世紀は子供の世紀にしたい」という理念のもと、『ママとベビーの快適・発見スペース』として、０

歳（マタニティー）～３歳までのお子様のいらっしゃるお客様に、より良い育児のための新しいスタンダードを

提案するベビー総合専門店「ベビーザらス」につきましては、単独店及びトイザらス店舗との併設型店舗の展開

を着実に行い、ベビー市場におけるナンバー・ワンのベビー総合専門店を目指してまいります。 

（6）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①  キャッシュ・フロー分析 

キャッシュ・フロー分析については、「１ 業績等の概要 （２）キャッシュ・フロー」に記載しておりま

す。 

②  財務政策 

当社の財務政策は、資産項目の圧縮努力等により常に資金効率を最大限に高める活動を行いながら、営業活動

によるキャッシュ・フローと金融機関からの長期・短期の借入により必要となる十分な資金を確保し、財務体質

を強化することにあります。 

平成19年１月31日現在、短期借入金の残高は171億円、一年以内返済予定の長期借入金の残高は８億80百万

円、長期借入金の残高は162億60百万円であります。長期借入金についてはすべて固定金利となっており、将来

の金利上昇に対するリスク回避を計っております。 

（7）経営者の問題認識と今後の方針について  

当社は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めております。小売業

界では、今後も業種・業態を超えた企業間競争や価格競争が一層激化するものと予想されますが、他社にはない

ユニークな商品展開と魅力ある店舗作りにより、競合他社との差別化を図り、お客様に支持されるよう企業価値

の最大化を目指してまいります。 

さらに、今後も安定した成長に向けて、「トイザらス」、「ベビーザらス」の店舗網拡大を安定的に図るとと

もに、オンラインショッピングをより一層充実させ、店舗とインターネットの相乗効果を最大限発揮してまいり

ます。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当事業年度は、トイザらス５店舗、ベビーザらス３店舗の新規出店及び既存店舗への合理化投資を行いました。そ

の投資額は25億円３百万円、敷金及び保証金（建設協力金）５億40百万円、合計30億44百万円であります。また、リ

ロケーション等に伴うトイザらス３店舗の閉店による設備４億68百万円を含む７億32百万円の店舗設備等の除却を行

いました。 



２【主要な設備の状況】 

 平成19年１月31日現在における各事業所の設備、投下資本ならびに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

区分 地域 
店舗数 
（店） 

建物 
構築物 
（千円） 

機械装
置・車両
運搬具 
（千円） 

工具器具
備品 
（千円） 

合計 
（千円） 

従業員数
（人） 

延床面積（㎡） 金額（千円） 

  北海道 9 
(29,449) 

[812] 
953,904 40,743 3,054 466,486 1,464,189 

36 

（154） 

  青森県 2 
(6,620) 

[164] 
218,169 11,150 ― 101,171 330,491 

6 

（35） 

  岩手県 2 
(6,114) 

[183] 
190,800 8,781 ― 104,827 304,409 

7 

（33） 

  宮城県 3 
(11,147) 

[318] 
389,084 18,807 ― 150,848 558,741 

9 

（63） 

  秋田県 1 
(3,311) 

[173] 
93,882 4,346 ― 39,495 137,724 

5 

（18） 

  山形県 1 
(3,112) 

[6] 
103,624 3,401 ― 48,087 155,112 

4 

（23） 

  福島県 3 
(9,782) 

[304] 
304,228 12,801 ― 116,463 433,492 

11 

（60） 

  茨城県 3 
(10,379) 

[18] 
372,088 18,161 ― 160,259 550,509 

14 

（57） 

  栃木県 4 
(13,201) 

[205] 
388,289 25,796 ― 223,182 637,269 

16 

（82） 

  群馬県 3 
(9,176) 

[11] 
282,131 21,907 ― 124,050 428,089 

12 

（62） 

店舗設備 

埼玉県 12 
(39,696) 

[1,147] 
1,234,998 55,151 ― 537,255 1,827,405 

50 

（237） 

千葉県 11 
(42,459) 

[1,452] 
1,621,396 55,819 4,162 553,647 2,235,026 

54 

（230） 

  東京都 12 
(40,259) 

[1,141] 
1,742,343 61,830 ― 810,624 2,614,798 

65 

（292） 

  神奈川県 12 
(42,668) 

[1,671] 
1,635,814 38,715 1,796 617,289 2,293,616 

60 

（321） 

  新潟県 2 
(6,719) 

[11] 
181,490 4,794 ― 103,037 289,323 

7 

（42） 

  富山県 2 
(6,482) 

[11] 
210,237 11,284 ― 96,446 317,969 

9 

（34） 

  石川県 1 
(2,940) 

[6] 
98,804 5,671 ― 29,261 133,737 

5 

（21） 

  福井県 1 
(3,446) 

[5] 
133,617 4,002 ― 52,820 190,439 

4 

（18） 

  山梨県 1 
(3,381) 

[6] 
116,698 5,038 ― 34,246 155,984 

4 

（22） 

  長野県 3 
(10,918) 

[545] 
357,228 14,918 ― 125,427 497,574 

12 

（54） 

  岐阜県 1 
(3,978) 

[144] 
103,345 5,912 ― 31,272 140,530 

5 

（22） 

  静岡県 3 
(9,658) 

[160] 
342,713 15,659 ― 159,567 517,940 

15 

（63） 

  愛知県 11 
(39,055) 

[571] 
1,231,133 42,519 4,672 545,214 1,823,540 

56 

（220） 

  三重県 2 
(6,763) 

[161] 
203,970 4,004 ― 71,253 279,229 

7 

（38） 

 



 （注）１．金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。 

２．延床面積の（ ）書きは、外数で賃借中のものを示しております。 

３．延床面積の［ ］書きは、内数で賃貸中のものを示しております。 

４．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間の平均雇用人員を（ ）外数で記載しております。 

区分 地域 
店舗数 
（店） 

建物 
構築物 

（千円） 

機械装
置・車両
運搬具 
（千円） 

工具器具
備品 
（千円） 

合計 
（千円） 

従業員数
（人） 

延床面積（㎡） 金額（千円） 

  滋賀県 2 
(6,927) 

[178] 
192,348 6,383 ― 70,789 269,520 

8 

（36） 

  京都府 1 
(7,500) 

[13] 
204,492 9,935 ― 62,569 276,996 

9 

（44） 

  大阪府 13 
(49,071) 

[1,243] 
1,861,830 78,617 5,680 795,094 2,741,222 

68 

（304） 

  兵庫県 11 
(38,131) 

[1,054] 
1,290,662 17,195 ― 564,034 1,871,892 

54 

（227） 

  奈良県 2 
(6,797) 

[172] 
215,420 5,975 ― 105,702 327,099 

11 

（43） 

  和歌山県 1 
(3,478) 

[4] 
104,629 11,334 ― 31,267 147,231 

5 

（21） 

  鳥取県 1 
(3,677) 

[240] 
111,848 8,809 ― 76,548 197,205 

4 

（15） 

  岡山県 2 
(7,505) 

[10] 
195,509 9,256 ― 73,724 278,489 

10 

（50） 

  広島県 4 
(14,140) 

[218] 
376,415 17,351 ― 216,456 610,223 

18 

（101） 

  山口県 2 
(6,728) 

[34] 
224,067 14,397 ― 126,348 364,813 

9 

（35） 

店舗設備 

香川県 2 
(6,395) 

[10] 
213,163 10,726 ― 89,398 313,287 

9 

（37） 

愛媛県 1 
(3,138) 

[3] 
96,730 3,034 ― 32,135 131,900 

4 

（26） 

  高知県 1 
(3,183) 

[4] 
113,193 2,112 ― 44,745 160,050 

4 

（23） 

  福岡県 9 
(33,154) 

[1,279] 
1,179,441 29,635 ― 512,389 1,721,466 

42 

（167） 

  佐賀県 1 
(6,436) 

[188] 
128,842 7,253 ― 67,205 203,301 

6 

（18） 

  長崎県 1 
(4,190) 

[209] 
120,223 1,202 ― 29,998 151,424 

4 

（16） 

  熊本県 3 
(10,637) 

[14] 
412,984 19,268 ― 221,211 653,464 

14 

（56） 

  大分県 1 
(3,371) 

[166] 
109,840 1,557 ― 41,685 153,082 

3 

（22） 

  宮崎県 1 
(3,456) 

[10] 
121,202 6,954 ― 33,615 161,772 

5 

（19） 

  鹿児島県 1 
(3,189) 

[5] 
104,449 6,216 ― 43,324 153,990 

3 

（21） 

  沖縄県 2 
(6,669) 

[345] 
307,320 10,934 ― 135,923 454,178 

8 

（38） 

  小計 167 
(588,485) 

[14,624] 
20,194,614 769,374 19,366 8,676,404 29,659,760 

771 

（3,520）

物流設備 

市川物流センター 

（千葉県市川市） 

(41,340) 

[2,594] 
1,134,366 1,613 193,767 108,244 1,437,992 

8 

（2） 

神戸物流センター 

（兵庫県神戸市） 

(39,350) 

[4,062] 
89,461 ― 1,083,223 119,580 1,292,265 

7 

（1） 

ケイヒン物流センター 

（神奈川県横浜市） 

(4,637) 

  
4,748 ― ― 88,060 92,808 

3 

（1） 

小計 
(80,690) 

[6,656] 
1,228,577 1,613 1,276,990 315,885 2,823,066 

18 

（4） 

その他 
本社 

（神奈川県川崎市） 

(4,195) 

  
174,530 ― ― 365,801 540,331 

265 

（75） 

合計 
(646,501) 

[21,235] 
21,597,721 770,987 1,296,357 9,358,091 33,023,158 

1,054 

（3,599）



５．上記のほかリース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

名称 数量 リース期間 
年間リース料 

（千円） 

リース契約残高 

（千円） 

コンピュータ装置 

（所有権移転外ファイナンス・リース） 
一式 ４～５年間 153,111 588,758 



３【設備の新設、除却等の計画】 

当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。 

なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却計画は次のとおりであります。  

(1）重要な設備の新設等 

 （注）１．今後の所要資金3,033,983千円は、自己資金及び借入金で賄う予定であります。 

２．敷金及び保証金が予算額には274,788千円、既支払額には62,104千円含まれております。 

(2）重要な設備の除却等 

    該当事項はありません。 

会社名 設備名 所在地 内容 
予算金額 
（千円） 

既支払額
（千円）

今後の所要
資金 
（千円） 

着工年月 
完成予定年
月 

翌期予想
売上高 
（千円） 

  

日本トイザらス 

株式会社 

  

ベビーザらス 

蘇我店 

千葉県 

千葉市 

中央区 

店舗の新設  295,917 36,581 259,335 平成18年12月  平成19年３月  1,000,000 

ベビーザらス 

港北ニュータ

ウン店 

神奈川県

横浜市 

都筑区  

店舗の新設  372,845 69,170 303,675 平成18年12月  平成19年４月  1,100,000 

トイザらス セ

レクト なんば

パークス店 

大阪府 

大阪市 

浪速区  

店舗の新設  330,605 60,635 269,970 平成18年12月  平成19年４月  1,000,000 

既存店 ― 
店舗の改

修・改装 
1,819,840 19,936 1,799,903 ― ― ― 

その他 ― ― 401,100 ― 401,100 ― ― ― 

合計 ― 3,220,307 186,324 3,033,983 ― ― ― 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成19年４月１日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行 

  使により発行された株式数は含まれておりません。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

（平成14年４月25日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における予定数から、退職等の

理由により権利を喪失した者の数を減じております。 

 ２．(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合(死亡の

場合を除く。)はこの限りでない。 

     (2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 137,748,000 

計 137,748,000 

種類 
事業年度末現在発行数（株） 

(平成19年１月31日) 
提出日現在発行数（株）
(平成19年４月26日) 

上場証券取引所名又は 
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 34,445,982 34,445,982 ジャスダック証券取引所 － 

計 34,445,982 34,445,982 － － 

  
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年3月31日） 

新株予約権の数（個）                  （注）１ 2,023 1,941 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  （注）１ 202,300 194,100 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     2,864 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成16年４月26日 

至  平成19年４月25日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）           

発行価格     2,864 

 資本組入額    1,432 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するには 

 取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項       －       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       －       － 



② 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

（平成15年4月25日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における予定数から、退職等の

理由により権利を喪失した者の数を減じております。 

 ２. (1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合(死亡の

場合を除く。)はこの限りでない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

③ 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

（平成16年４月28日定時株主総会決議） 

  
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個）                  （注）１ 2,295 2,203 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  （注）１ 229,500 220,300 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,502 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成17年４月26日 

至  平成20年４月25日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      1,502 

資本組入額      751 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには 

取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個）                  （注）１ 2,515 2,412 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  （注）１ 251,500 241,200 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,600 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成18年４月29日 

至  平成21年４月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    2,600 

資本組入額   1,300 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには 

取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における予定数から、退職等の

理由により権利を喪失した者の数を減じております。 

 ２. (1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合(死亡の

場合を除く。) はこの限りでない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

④ 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

（平成17年４月27日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における予定数から、退職等の

理由により権利を喪失した者の数を減じております。 

 ２. (1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合(死亡の

場合を除く。) はこの限りでない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

  
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個）                  （注）１ 2,885 2,751 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  （注）１ 288,500 275,100 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,639 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成19年４月28日 

至  平成22年４月27日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

 発行価格     1,639 

資本組入額      820 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには 

取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 －       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －       － 



 ⑤ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

  新株予約権Ⅰ（平成18年11月7日取締役会決議） 

 （注)  新株予約権者は、権利行使日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

  

     ⑥ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

            新株予約権Ⅱ（平成18年11月7日取締役会決議） 

  （注)  新株予約権者は、権利行使日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

  

 
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個）                   500 500 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   50,000 50,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,255 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成20年12月１日 

至  平成30年11月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    1,692 

資本組入額   628 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するには 

 取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年3月31日） 

新株予約権の数（個）                   500 500 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   50,000 50,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1,255 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成21年12月１日 

至  平成31年11月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）          

発行価格    1,709 

 資本組入額      628 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するには 

 取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



     ⑦ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

       新株予約権Ⅲ（平成18年11月7日取締役会決議） 

 （注）    (1) 平成20年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定さ 

  れたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。 

       (2) 新株予約権者は、平成20年１月31日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

  

     ⑧ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

       新株予約権Ⅳ（平成18年11月7日取締役会決議） 

 （注）    (1) 平成21年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定さ 

   れたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。 

       (2) 新株予約権者は、平成21年１月31日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

  

  
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年3月31日） 

新株予約権の数（個）                   500 500 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   50,000 50,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1,255 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成20年４月30日 

至  平成25年４月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）           

発行価格   1,521 

 資本組入額    628 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するには 

 取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年3月31日） 

新株予約権の数（個）                   500 500 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   50,000 50,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1,255 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成21年４月30日 

至  平成26年４月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）           

発行価格    1,589 

 資本組入額     628 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するには 

 取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項       －       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       －       － 



     ⑨ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

       新株予約権Ⅴ（平成18年11月7日取締役会決議） 

 （注）    (1) 平成22年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定さ 

   れたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。 

        (2) 新株予約権者は、平成22年１月31日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

  

  
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年3月31日） 

新株予約権の数（個）                   500 500 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   50,000 50,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1,255 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成22年４月30日 

至  平成27年４月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）           

発行価格   1,657 

 資本組入額    628 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するには 

 取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



(3) 【ライツプランの内容】 

         該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）第４回無担保社債（新株引受権付）の新株引受権の権利行使 

     行使価格      16円70銭 

 資本組入額     16円70銭 

(5）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式144,028株は、「個人その他」に1,440単元及び「単元未満株式の状況」に28株を含めて記載してお

ります。 

 ２．「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が19単元（1,900株）含まれております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成14年７月31日  8,982 34,445,982 149 6,034,099 － 9,503,578 

  平成19年１月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 9 14 143 17 14 45,214 45,411 － 

所有株式数

（単元） 
－ 10,133 421 36,830 170,332 61 126,674 344,451 882 

所有株式数の

割合（％） 
－ 2.94 0.12 10.69 49.45 0.02 36.78 100.00 － 



(6）【大株主の状況】 

 （注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

２．上記の他、自己株式が144千株あります。 

３．ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・インクの所有16,452千株は、ゴールドマンサックスアン

ドカンパニーレギュラーアカウントに同社が委託した信託財産であり、その議決権行使の指図権は、ティー

アールユー・ジャパン・ホールディングス・インクが留保しております。 

４．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数の945千株は、日本マクドナルドホールディングス株

式会社が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は、日本マクドナルドホ

ールディングス株式会社が留保しております。 

  平成19年１月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合 

（％） 

ティーアールユー・ジャパン・ホールディン

グス・インク 

 (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券

会社東京支店) 

One Geffrey Way, Wayne ,New 

Jersey, U.S.A. 

（東京都港区六本木６-10-１） 

16,452 47.76 

日本マクドナルドホールディングス株式会社 東京都新宿区西新宿６-５-１ 3,574 10.37 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２-11-３ 945 2.74 

日本トイザらス社員持株会 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 223 0.64 

ビービーエイチボストンティーエスアイエー

エスイーアイグローバルアセットエスジーエ

ーエフジャパンエクイティーボストン 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

Styne House 2nd Floor Upper 

Hatch Street Dublin 2 Ireland 

(東京都中央区日本橋３-11-１) 

202 0.58 

バンクオブニューヨークルクセンブルグエス

エイノントリーティーアカウント 

（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行） 

13, RUE Beaumont-BP 263 

L-1219 Luxembourg 

Luxembourg 

(東京都千代田区丸の内２-７-１) 

159 0.46 

シティグループプリンシパルインベストメン

トジャパンコーポレーシヨンリミテーィッド 

（常任代理人 シテイバンク・エヌ・エイ東

京支店） 

東京都港区赤坂５丁目２-20 赤坂パ

ークビルヂング 

(東京都品川区東品川２-３-14) 

133 0.38 

カセイスバンクオーデイナリーアカウント 

（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行） 

1 Place Valhubert 75013 Paris Fra

nce 

(東京都千代田区丸の内２-７-１) 

59 0.17 

田﨑 學 東京都中央区 51 0.14 

小澤 繁彦 東京都港区 30 0.08 

計 － 21,828 63.32 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 945千株 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替機構名義の株式数が1,900株（議決権の数19個）が含まれて

おります。 

②【自己株式等】 

  平成19年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     144,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  34,301,100 343,011 － 

単元未満株式 普通株式         882 － － 

発行済株式総数 34,445,982 － － 

総株主の議決権 － 343,011 － 

  平成19年１月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トイザらス 

株式会社 

神奈川県川崎市幸区 

大宮町1310番地 
144,000 － 144,000 0.42 

計 － 144,000 － 144,000 0.42 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

① 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使さ

れていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権行使時に払込みをすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日（取引が成立しな

い日を除く。）の日本証券業協会が公表する当社普通株式の 終価格（以下「 終価格」という。）の平均

値の金額（１円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。）に新株予約権１個当たりの目的たる

株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日の 終価格（当日に 終価格が

ない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権発行の日の 終価格をもって払

込価額とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合及び旧商法に定める新株

予約権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「１株当たりの時価」とは、調整後払込価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の 終価格の平均値の金額とし、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。ま

た、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用する日

の１ヶ月前の日における発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の

処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。 

３．退職等により82名、899個分は失権しております。 

４．(1）権利予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合(死亡の

場合は除く。)はこの限りでない。 

  (2）新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

決議年月日 平成14年４月25日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役及び使用人 

人数は取締役会において決定する 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 293,200株を上限とする。（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 

新株予約権の行使期間 平成16年４月26日から平成19年４月25日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使さ

れていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権行使時に払込みをすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日（取引が成立しな

い日を除く。）の日本証券業協会が公表する当社普通株式の 終価格（以下「 終価格」という。）の平均

値の金額（１円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。）に新株予約権１個当たりの目的たる

株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日の 終価格（当日に 終価格が

ない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権発行の日の 終価格をもって払

込価額とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合及び旧商法に定める新株

予約権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「１株当たりの時価」とは、調整後払込価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の 終価格の平均値の金額とし、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。ま

た、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用する日

の１ヶ月前の日における発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の

処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。 

３．退職等により81名、873個分は失権しております。 

４．(1）権利予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合(死亡の

場合は除く。)はこの限りでない。 

  (2）新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

決議年月日 平成15年４月25日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役及び使用人 

人数は取締役会において決定する 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 320,000株を上限とする。（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 

新株予約権の行使期間 平成17年４月26日から平成20年４月25日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



③ 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使さ

れていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権行使時に払込みをすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日（取引が成立しな

い日を除く。）の日本証券業協会が公表する当社普通株式の 終価格（以下「 終価格」という。）の平均

値の金額（１円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。）に新株予約権１個当たりの目的たる

株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日の 終価格（当日に 終価格が

ない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権発行の日の 終価格をもって払

込価額とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合及び旧商法に定める新株

予約権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「１株当たりの時価」とは、調整後払込価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の 終価格の平均値の金額とし、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。ま

た、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用する日

の１ヶ月前の日における発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の

処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。 

３．退職等により66名、638個分は失権しております。 

４．(1）権利予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合(死亡の

場合は除く。)はこの限りでない。 

  (2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

決議年月日 平成16年４月28日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役及び使用人 

人数は取締役会において決定する 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 324,800株を上限とする。（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 

新株予約権の行使期間 平成18年４月29日から平成21年４月28日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



④ 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使さ

れていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権行使時に払込みをすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日（取引が成立しな

い日を除く。）のジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の 終価格（以下「 終価格」とい

う。）の平均値の金額（１円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。）に新株予約権１個当た

りの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日の 終価格（当日

に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権発行の日の 終価

格をもって払込価額とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合及び旧商法に定める新株

予約権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「１株当たりの時価」とは、調整後払込価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の 終価格の平均値の金額とし、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。ま

た、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用する日

の１ヶ月前の日における発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の

処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。 

        ３. 退職等により44名、474個分は失権しております。 

４．(1）権利予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合(死亡の

場合は除く。)はこの限りでない。 

  (2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

   

決議年月日 平成17年４月27日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役及び使用人 

人数は取締役会において決定する 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 341,000株を上限とする。（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 

新株予約権の行使期間 平成19年４月28日から平成22年４月27日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 ⑤ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

  新株予約権Ⅰ（平成18年11月7日取締役会決議） 

 （注）１．割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により

新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で

権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

       調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

    ２． 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）のジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の 終価格（以下

「 終価格」という。）の平均値の金額（１円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。）に新

株予約権１個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日

の 終価格（当日に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権

発行の日の 終価格をもって払込価額とする。 

       なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

            また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合及び旧商法に定める新株

予約権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

            上記算式において「１株当たりの時価」とは、調整後払込価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の 終価格の平均値の金額とし、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。ま

た、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用する日

の１ヶ月前の日における発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の

処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。 

        ３. 行使日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

決議年月日 平成18年11月７日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 50,000株（注）１ 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は

その算定方法 
（注）２ 

新株予約権の行使期間 平成20年12月１日から平成30年11月30日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 ⑥ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

      新株予約権Ⅱ（平成18年11月7日取締役会決議） 

  （注）１．割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により

新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で

権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

        調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

     ２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）のジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の 終価格（以下

「 終価格」という。）の平均値の金額（１円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。）に新

株予約権１個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日

の 終価格（当日に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権

発行の日の 終価格をもって払込価額とする。 

            なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

            また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合及び旧商法に定める新株

予約権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

            上記算式において「１株当たりの時価」とは、調整後払込価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の 終価格の平均値の金額とし、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。ま

た、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用する日

の１ヶ月前の日における発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の

処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。 

       ３. 行使日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

  

決議年月日 平成18年11月７日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 50,000株（注）１ 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は

その算定方法 
（注）２ 

新株予約権の行使期間 平成21年12月１日から平成31年11月30日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



      ⑦ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

          新株予約権Ⅲ（平成18年11月7日取締役会決議） 

  （注）１．割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により

新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で

権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

        調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

     ２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）のジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の 終価格（以下

「 終価格」という。）の平均値の金額（１円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。）に新

株予約権１個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日

の 終価格（当日に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権

発行の日の 終価格をもって払込価額とする。 

            なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

            また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合及び旧商法に定める新株

予約権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

            上記算式において「１株当たりの時価」とは、調整後払込価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の 終価格の平均値の金額とし、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。ま

た、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用する日

の１ヶ月前の日における発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の

処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。 

     ３．(1）平成20年１月31日終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定され

たＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。 

      (2) 平成20年１月31日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

  

決議年月日 平成18年11月７日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 50,000株（注）１ 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は

その算定方法 
（注）２ 

新株予約権の行使期間 平成20年４月30日から平成25年４月29日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



      ⑧ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

          新株予約権Ⅳ（平成18年11月7日取締役会決議） 

  （注）１．割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により

新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で

権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

        調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

     ２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）のジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の 終価格（以下

「 終価格」という。）の平均値の金額（１円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。）に新

株予約権１個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日

の 終価格（当日に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権

発行の日の 終価格をもって払込価額とする。 

            なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

            また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合及び旧商法に定める新株

予約権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

            上記算式において「１株当たりの時価」とは、調整後払込価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の 終価格の平均値の金額とし、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。ま

た、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用する日

の１ヶ月前の日における発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の

処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。 

     ３．(1）平成21年１月31日終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定され

たＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。 

      (2) 平成21年１月31日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

  

決議年月日 平成18年11月７日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 50,000株（注）１ 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は

その算定方法 
（注）２ 

新株予約権の行使期間 平成21年４月30日から平成26年４月29日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



      ⑨ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況  

          新株予約権Ⅴ（平成18年11月7日取締役会決議） 

  （注）１．割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により

新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で

権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

        調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

     ２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）のジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の 終価格（以下

「 終価格」という。）の平均値の金額（１円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。）に新

株予約権１個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日

の 終価格（当日に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権

発行の日の 終価格をもって払込価額とする。 

            なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

            また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合及び旧商法に定める新株

予約権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

            上記算式において「１株当たりの時価」とは、調整後払込価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の 終価格の平均値の金額とし、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。ま

た、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用する日

の１ヶ月前の日における発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の

処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。 

     ３．(1）平成22年１月31日終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定され

たＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。 

      (2) 平成22年１月31日に当社の代表取締役社長およびＣＥＯの地位にあること。 

決議年月日 平成18年11月７日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 50,000株（注）１ 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は

その算定方法 
（注）２ 

新株予約権の行使期間 平成22年４月30日から平成27年４月29日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項       － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項       － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

    【株式の種類等】   該当事項はありません。 

  

   (1）【株主総会決議による取得の状況】 

         該当事項はありません。 

  

  (2）【取締役会決議による取得の状況】 

         該当事項はありません。 

  

   (3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

      該当事項はありません。 

   (4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

  

区分  

当事業年度  

（自 平成18年２月１日  

    至 平成19年１月31日）  

当期間  

（自 平成19年２月１日  

    至 平成19年４月26日）  

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額

（円） 

 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

 消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 

 取得自己株式 
－ － － － 

 その他 

（－） 
－ － － － 

 保有自己株式数 144,028 － 144,028 － 



３【配当政策】 

当社は、安定的な利益還元を行うことを基本方針とする一方、企業体質を強化し、安定した収益基盤を確保するた

めに内部留保を充実させることが必要であると考えております。この方針に基づき、株主配当につきましては各決算

期の財政状態や経営環境等を総合的に勘案して決定してまいりたいと考えております。 

当期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり10円の配当を実施することを決定いたしました。この結

果、当期における純資産配当率は1.1％となりました。 

当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる。」旨

を定款に定めております。 

 なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。 

また、内部留保資金につきましては財務体質の強化を図るとともに運転資金に充当し、事業活動の深耕に努めてま

いりたいと考えております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業

協会の公表のものであります。なお、第17期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会の公表の

ものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

 決議年月日 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当金 

（円）  

 平成18年４月27日 

 定時株主総会決議 
1,029 30 

 平成19年３月27日 

取締役会決議 
343 10 

回次 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月 

最高（円） 3,070 2,600 
1,964 

※   2,850 
1,745 1,615 

最低（円） 1,130 1,080 
1,615 

※   1,660 
1,390 1,100 

月別 平成18年８月 ９月 10月 11月 12月 平成19年１月 

最高（円） 1,174 1,280 1,275 1,260 1,265 1,286 

最低（円） 1,100 1,135 1,170 1,165 1,200 1,160 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

取締役会長

兼社長 

 (代表取締役) 

最高経営責

任者（ＣＥ

Ｏ） 

小寺 圭 昭和21年９月26日生

昭和46年４月 南印貿易株式会社入社 

昭和49年10月 ゼネラルモーターズ・ディストリビ

ューション・コーポレーション入社 

昭和51年10月 ソニー株式会社入社 

昭和61年４月 同社海外営業本部中近東アフリカ部

長 

平成３年４月 ソニー・アジア・マーケティング・

カンパニー（シンガポール）社長 

平成８年４月 ソニー株式会社 海外営業本部長 

平成９年６月 ソニー・ヨーロッパ・コンシューマ

ー・マーケティング・グループ プ

レジデント 

平成13年４月 ソニーマーケティング株式会社 社

長 

平成15年４月 ソニー・チャイナ・インク 会長 

平成18年９月 当社顧問 

平成18年11月 当社代表取締役社長兼最高経営責任

者（ＣＥＯ） 

平成19年４月 当社代表取締役会長兼社長兼最高経

営責任者（ＣＥＯ）（現任） 

(注)３ － 

取締役会長 

 (代表取締役) 
 

ジョーン Ｗ. 

ドノバン 
昭和25年６月19日生

昭和45年４月 キングス・デパートメント・ストア

ーズ・インク入社 

昭和57年１月 エム・フォーチュノフ・オブ・ウエ

ストバリー・コーポレーション入社 

昭和58年３月 ティーエスエス－シードマンズ入社 

昭和59年８月 トイザラス・インク入社 

平成４年４月 同社国際部当社担当／ジェネラル・

マーチャンダイズ・マネージャー 

平成７年８月 同社国際部バイス・プレジデント 

マーチャンダイズ担当／ジェネラ

ル・マーチャンダイズ・マネージャ

ー 

平成13年１月 同社国際部シニア・バイス・プレジ

デント マーチャンダイズ・マーケ

ティング担当／ジェネラル・マーチ

ャンダイズ・マネージャー 

平成16年４月 当社取締役 

平成17年２月 トイザラス・インク国際部シニア・

バイス・プレジデント マーチャン

ダイズ、グローバル・プロダクト・

ディベロップメント担当／ジェネラ

ル・マーチャンダイズ・マネージャ

ー（現任） 

平成18年４月 当社代表取締役社長兼最高経営責任

者（ＣＥＯ） 

平成18年11月 当社代表取締役会長（現任） 

(注)３ － 

取締役副社

長 

 (代表取締役) 

最高財務責

任者（ＣＦ

Ｏ）兼財

務・情報シ

ステム本部

長 

平野 達義 昭和34年４月６日生

昭和59年４月 信越化学工業株式会社入社 

平成７年12月 当社入社 

平成12年４月 当社経営企画室長 

平成13年４月 当社財務本部財務部長兼経営企画室

長 

平成15年４月 当社執行役員経営企画室長兼財務本

部財務部長 

平成16年４月 当社取締役兼最高財務責任者(ＣＦ

Ｏ）財務本部長兼経営企画室長 

平成18年４月 当社代表取締役副社長兼最高財務責

任者（ＣＦＯ） 

平成19年２月 当社代表取締役副社長兼最高財務責

任者（ＣＦＯ）兼財務・情報システ

ム本部長（現任） 

(注)３ 5.3 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

執行役員店

舗運営本部

長兼執行役

員コーポレ

ート本部長 

春名 利昭 昭和32年10月15日生

昭和55年４月 エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング株

式会社入社 

平成２年３月 株式会社西洋環境開発入社 

平成８年９月 当社入社 

平成16年３月 当社人事・総務部長 

平成18年４月 当社取締役兼執行役員コーポレート

本部長兼同本部人事・総務部長 

平成19年２月 当社取締役兼執行役員店舗運営本部

長兼執行役員コーポレート本部長

（現任） 

(注)３ 2.6 

取締役   山川 丈人 昭和33年９月14日生

昭和57年４月 日商岩井株式会社入社 

平成２年11月 ゼネラル・エレクトリック・ジャパ

ン・リミテッド入社 

平成10年11月 ジーイー・キャピタル・グローバ

ル・コンシューマー・ファイナン

ス・ジャパン プレジデント兼ＣＥ

Ｏ 

平成12年６月 ゼネラル・エレクトリック・カンパ

ニー オフィサー兼バイスプレジデ

ント 

平成15年８月 ジーシー・コーポレーション入社 

チェアマン 

平成15年10月 ジーシー・コンシューマー・ファイ

ナンス・コーポレーション プレジ

デント兼ＣＥＯ 

平成15年12月 ジーシー・コーポレーション ディ

レクター 

平成17年１月 ジーシー・コンシューマー・ファイ

ナンス・コーポレーション ノー

ス・イースト・アジアＣＥＯ 

平成18年４月 コールバーグ・クラビス・ロバー

ツ・アンド・カンパニー マネージ

ング・ディレクター 兼 株式会社

ＫＫＲジャパン 代表取締役社長兼

ＣＥＯ（現任） 

平成18年４月 当社取締役（現任） 

(注)３ － 

取締役   城下 純一 昭和39年11月13日生

昭和62年４月 ジェーピー・モルガン入社  

平成元年４月 エンジニアリング・コンサルティン

グ・ファームズ・アソシエーショ

ン・オブ・ジャパン入社 

平成５年８月 ザ・ボストン・コンサルティング・

グループ入社 

平成10年４月 モルガン・スタンレー入社 

平成10年12月 モルガン・スタンレー バイス・プ

レジデント 

平成13年12月 モルガン・スタンレー エグゼクテ

ィブ・ディレクター 

平成16年12月 モルガン・スタンレー マネージン

グ・ディレクター 

平成18年３月 ベインキャピタル・アジア・ＬＬＣ

マネージングディレクター（現任） 

平成18年４月 当社取締役（現任） 

(注)３ － 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

取締役  
シャーム・ 

ギドゥマル 
昭和34年５月21日生

昭和58年９月 ザ・ボストン・コンサルティング・

グループ入社 マネージング・ディ

レクター兼パートナー  

平成５年４月 ストラテジック・ターンアラウン

ズ・アンド・インベストメント コ

ーポレーション設立 プレジデント

（現任） 

平成９年１月 クラウン・キャピタル マネージン

グ・ディレクター 

平成12年３月 ストニントン・パートナーズ マネ

ージング・ディレクター 

平成14年５月 アリックス・パートナーズ・エルエ

ルシ－ マネージング・ディレクタ

ー兼プリンシパル 

平成18年４月 当社取締役（現任） 

(注)３ － 

取締役  
ロバート 

Ｓ．ザーラ 
昭和27年12月31日生

昭和50年８月 アーンスト・アンド・ヤング入社 

平成３年８月 トイザラス・インク入社 

内部監査担当ディレクター 

平成９年２月 同社内部監査担当バイス・プレジデ

ント 

平成11年９月 同社ベビーザラス、キッザラス担当

バイス・プレジデント兼ＣＦＯ 

平成14年４月 同社国際部担当バイス・プレジデン

ト兼ＣＦＯ 

平成18年11月 当社取締役（現任） 

平成19年１月 トイザラス・インク国際部シニア・

バイス・プレジデント 財務担当兼

ＣＦＯ（現任） 

(注)３ － 

常勤監査役   三好 英明 昭和17年６月15日生

昭和40年４月 日本鋼管株式会社入社 

昭和53年７月 同社福山製鉄所会計室長 

昭和58年７月 同社福山製鉄所原価管理室長 

昭和63年７月 同社鉄鋼事業部鉄鋼総括部管理室長 

平成３年７月 同社経理部部長 

平成８年６月 同社財務担当取締役 

平成11年４月 エヌケーケー物流株式会社代表取締

役社長 

平成13年７月 同社相談役 

平成19年４月 当社常勤監査役（現任） 

(注)４ － 

監査役   阿部 弓樹 昭和16年８月26日生

昭和42年４月 株式会社大阪銀行入行 

昭和46年９月 ソニー株式会社入社 

昭和49年７月 ソニーオーバーシーズ（スイス）入

社 

平成４年７月 ソニー株式会社海外統括本部統括部

長 

平成８年７月 ソニーインド 財務担当取締役 

平成19年４月 当社監査役（現任） 

(注)４ － 

監査役   柴生 康夫 昭和10年５月20日生

昭和34年４月 株式会社日本勧業銀行入行 

昭和60年７月 株式会社第一勧業銀行検査部検査役 

昭和63年７月 同行東京事務センター所長 

平成３年３月 日本マクドナルド株式会社入社 

平成６年３月 同社経理部長 

平成８年６月 同社経理統括部長 

平成９年３月 同社監査役室部長 

平成９年４月 当社常勤監査役 

平成19年４月 当社監査役（現任） 

(注)４ 6.3 

 



 （注）１．取締役の山川丈人、城下純一、シャーム・ギドゥマル及びロバート Ｓ．ザーラは、会社法第２条第15号に

定める社外取締役であります。 

２．監査役は全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．平成19年４月26日開催の定時株主総会から１年間であります。 

４．平成19年４月26日開催の定時株主総会から４年間であります。 

５．当社では、安定した成長の維持を目指して、経営と執行を分離し、長期的展望を持つ経営と日常業務執行の

強化につなげる体制を作り、経営基盤をより強固なものにすることを目的として、執行役員制度を導入して

おります。執行役員は、次の６名で構成されております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

監査役   長谷川 隆 昭和15年１月12日生

昭和37年４月 社団法人共同通信社入社 

昭和63年４月 同社経済部長 

平成６年６月 同社ラジオ・テレビ局長 

平成10年６月 同社常務理事 

平成11年６月 日本衛星放送株式会社取締役 

平成12年６月 株式会社共同通信社代表取締役専務 

平成14年６月 同社顧問 

平成15年10月 神戸大学文学部講師 

平成17年４月 経営倫理実践研究センター フェロ

ー（現任） 

平成19年４月 当社監査役（現任） 

(注)４ － 

        計   14.2 

最高経営責任者（ＣＥＯ） 小寺  圭 

最高財務責任者（ＣＦＯ）兼財務・情報システム本部長 平野 達義 

執行役員 店舗運営本部長兼コーポレート本部長 春名 利昭 

執行役員 店舗開発・建設本部長 中嶋 義一 

執行役員 サプライチェーン本部長兼同本部ロジスティックス部長 平塚 勝啓 

執行役員 マーチャンダイズ本部長 榊原 伸司 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 ※  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

   当社は、激しく変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を確立し、経営の健全性及び透明性を

高めるために、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実・強化は経営の最重要課題の一つであると考えて

おります。 

（1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の説明及び内部統制システムの状況 

  当社は、従来からの監査役制度を引き続き採用するとともに、執行役員制度を導入し、取締役会が選任した執

行役員が適切に委譲された権限の下で業務執行を行い、取締役会及び執行役員会等を通じて、取締役会及び監査

役が業務執行のモニタリングを行っております。取締役会は８名の取締役で構成されており、うち４名は社外取

締役であります。社外取締役に対する専従スタッフはおりませんが、コーポレート本部で適宜対応しておりま

す。監査役会は３名の監査役（うち１名が常勤）で構成されており、全員が社外監査役であります。なお、平成

19年４月26日開催の第19期定時株主総会において監査役の人員を４名に増員いたしました。監査役は定期的に監

査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行い、業務執行の適法性をチェックするとともに、会計

監査人との連携強化を図り、経営の透明性の向上に努めております。常勤監査役は、取締役会及び執行役員会の

みならず、社内におけるその他の重要会議にも適宜出席し、取締役の業務執行を十分監視できる体制となってお

ります。なお、当社は複数の法律事務所から必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。また、

会計監査人である新日本監査法人には、通常の会計監査を通じ、経営の透明性に関する適切な助言を受けており

ます。 

当社のコーポレート・ガバナンス体制については下図のとおりです。 



② 内部監査及び会計監査の状況 

  当社では、監査対象となるその他の部門から完全に独立した内部監査室を設置し、３名の専任スタッフが配さ

れております。内部監査室は、定期的に業務遂行状況のモニタリングを実施するとともに、各部の内部統制制度

の調整を図っております。また、内部監査室は、監査役及び会計監査人との連絡・調整機能を担っており、会計

監査及び業務監査に関する情報の共有と意見交換を実施しており、監査役、会計監査人及び内部監査室が相互に

連携し、業務執行に対するモニタリングを行っております。 

  当社は、新日本監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び証券取引法に基づく会計監査を実施し

ております。 

  当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続年数、監査業務に係る補助者の構成は、以

下のとおりです。 

  業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数 

            指定社員 業務執行社員  橋本 正吉 １年 

      指定社員 業務執行社員  宮入 正幸 ７年 

      指定社員 業務執行社員  石黒 一裕 １年         

         監査業務に係る補助者の構成 

            公認会計士 ５名  会計士補 ８名  その他 ６名 

      ③ 社外取締役及び社外監査役との関係 

社外取締役の山川丈人氏が所属するコールバーグ・クラビス・ロバーツ・アンド・カンパニー、城下純一氏

が所属するベインキャピタル・アジア・ＬＬＣは、それぞれ当社の親会社であるトイザラス・インクに出資し

ている会社またはその関係会社であります。社外取締役のシャーム・ギドゥマル氏が所属するストラテジッ

ク・ターンアラウンズ・アンド・インベストメント コーポレーションは、当社の親会社であるトイザラス・

インクに出資している会社のコンサルタントを務めております。また、社外取締役のロバート Ｓ．ザーラ氏

が所属するトイザラス・インクは、当社の親会社であり、同社グループの知的財産管理会社であるトイザラ

ス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シー（以下、「ライセンサー」）

との間で登録商標の使用許諾に関するライセンス契約を締結し、その対価としてのロイヤリティを支払ってお

ります。その一方で、日本国内における広告宣伝及び広報活動を通じたトイザラスシステムの名声の高揚を目

的として、ライセンサーとマーケティングサポート契約を締結し、その対価を受け取っております。加えて、

トイザラス・インクとの間でメンテナンス・アンド・サポート契約を締結し、トイザラスグループで共有する

インフォメーションシステムに係るメンテナンス及び業務支援サービス等の提供を受け、その対価としてのサ

ービス料を支払っております。 

また、当社社外監査役の森内憲隆氏が所属するアンダーソン・毛利・友常法律事務所に適宜法律相談を行っ

ておりますが、取引価格等につきましては一般的取引条件によっております。 

（2）リスク管理体制の整備の状況 

当社では、常勤の取締役を長とするリスク・マネジメントコミティーを組織し、企業を取り巻くさまざまなリス

クに該当する事態が生じた場合には、このリスク・マネジメントコミティーが迅速かつ適切な対処方針を検討する

こととしております。さらに、リスク・マネジメントコミティーは、発生したリスクが会社の将来に大きな影響を

与えるおそれのあるものと判断した場合には、その上部組織であり、社長をその長とするクライシス・マネジメン

トコミティーに報告することとし、クライシス・マネジメントコミティーでは、報告されたリスクの評価を実施

し、当該リスクが会社の将来に大きな影響を与えるものと判断した場合には、速やかに緊急対策本部を設置し、当

該リスクへの対応を命じる体制を敷いております。 

        また、当社は、厳格で厳密な倫理基準に従い事業を遂行することを経営倫理に関する基本方針と定め、この方針

に基づいた倫理基準及び事業活動の方針を明確にした倫理規程を制定しております。当社では、社員に対して倫理

規程に定める方針を理解させるため、倫理規程に関する質疑や倫理規程に反する行為に対する異議申し立てを受け

付けるための専用窓口として社内オンブズマンを任命し、その任に当たらせております。 

        さらに、当社では、平成18年４月１日に施行された公益通報者保護法への対応を図るとともに、潜在的なリスク

を抽出し、いち早くその改善に着手するために、平成17年10月から内部通報制度「トイザらス・ハローコール」を

導入いたしております。この制度は、内部通報に関する専用相談窓口を社外の第三者に委託し、社員が自ら知り得

た会社の潜在的リスクやトラブルについて安心して相談できるように配慮したものであり、会社に対して将来大き

な損害を与えるような問題の発生を未然に防止する機能を果たしております。 



     当社のリスク・マネジメント体制については下図のとおりです。 

（3）役員報酬及び監査報酬の内容 

  当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、及び監査法人に対する監査報酬は以下のとおり

であります。 

役員報酬の内容 

取締役に支払った報酬総額   59百万円 

          (うち社外取締役             －百万円） 

監査役に支払った報酬総額   14百万円   

 合計            74百万円 

 （注）報酬総額には、ストックオプションによる報酬額７百万円（取締役１名に対し７百万円）が 

            含まれております。 

監査報酬の内容 

         当社の会計監査人である新日本監査法人に対する監査報酬の内容は、以下のとおりであります。 

  公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬      42百万円 

  それ以外の報酬                                                                      ―       

             合計                                                                          42百万円 

              

（4）取締役の定数 

  当社の取締役は、３名以上とする旨定款に定めております。 

（5）取締役の選任の決議要件 

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

（6）取締役会で決議することができることとした株主総会決議事項とその理由 



  当社では、平成18年４月27日に開催した第18期定時株主総会において、機動的に意思決定を行えることとするた

め、剰余金の配当については取締役会の決議による旨定款を変更しております。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1） 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

   なお、前連結会計年度（平成17年２月１日から平成18年１月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。 

(2） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以

下、「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第18期事業年度（平成17年２月１日から平成18年１月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、第19期事業年度（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

(3） 当社は、平成18年４月１日にトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社を吸収合併いたしました。この

ため、トイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社の最終事業年度である第６期事業年度（平成17年２月１

日から平成18年１月31日まで）の財務諸表を記載しております。 

 なお、当該財務諸表は、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年２月１日から平成18年１月31日ま

で）の連結財務諸表ならびに第18期事業年度（平成17年２月１日から平成18年１月31日まで）及び第19期事業年

度（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けてお

ります。 

３．連結財務諸表について 

 当社は連結子会社が存在しなくなったため、当事業年度より連結財務諸表を作成しておりません。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  704,920

２．売掛金   1,900,819

３．たな卸資産  25,211,981

４．繰延税金資産  993,678

５．その他   4,192,130

      貸倒引当金  △1,256

流動資産合計  33,002,273 31.4

Ⅱ 固定資産  

１. 有形固定資産  

（1）建物及び構築物  33,951,196

 減価償却累計額  10,925,950 23,025,246

（2）機械装置及び運搬具  2,166,532

 減価償却累計額  722,051 1,444,481

（3）工具器具備品  16,450,381

 減価償却累計額  6,481,123 9,969,258

（4）建設仮勘定  191,455

有形固定資産合計  34,630,441 33.0

２. 無形固定資産  

（1）連結調整勘定  1,647,105

（2）ソフトウェア  1,285,398

（3）その他  82,365

無形固定資産合計  3,014,870 2.9

３. 投資その他の資産  

（1）投資有価証券  1,900

（2）長期前払費用  4,625,196

（3）繰延税金資産  410,798

（4）敷金及び保証金  28,750,719

（5）その他  1,510,696

       貸倒引当金  △921,629

投資その他の資産合計  34,377,681 32.7

固定資産合計  72,022,993 68.6

資産合計  105,025,267 100.0 

     

 



   
前連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

   

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金   25,330,540

２．短期借入金  20,800,000

３．一年以内返済予定長期
借入金 

 880,000

４．未払金  2,455,993

５．未払法人税等  742,293

６．賞与引当金  203,337

７．店舗閉鎖損失引当金  740,000

８．その他  2,197,582

流動負債合計  53,349,747 50.8

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金  17,140,000

２．退職給付引当金  347,808

３．役員退職慰労引当金  254,456

４．その他  326,669

固定負債合計  18,068,935 17.2

負債合計  71,418,682 68.0

   

（少数株主持分）  

少数株主持分  - -

   

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 ※２ 6,034,099 5.7

Ⅱ 資本剰余金  9,503,578 9.0

Ⅲ 利益剰余金  18,328,942 17.5

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 273 0.0

Ｖ 自己株式 ※３ △260,310 △0.2

資本合計  33,606,584 32.0

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 105,025,267 100.0 

   



②【連結損益計算書】 

    
前連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高     182,879,691 100.0 

Ⅱ 売上原価     127,130,008 69.5 

  売上総利益     55,749,683 30.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   52,335,198 28.6 

  営業利益     3,414,485 1.9 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息   374,303     

２．業務受託料   187,098     

３．賃貸料収入   120,329     

４．その他   105,432 787,165 0.4 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   775,782     

２．支払保証料   81,915     

３．貸倒引当金繰入額   112,167     

４．賃貸費用   111,571     

５．その他   151,004 1,232,442 0.7 

  経常利益     2,969,207 1.6 

Ⅵ 特別利益          

１．過年度受取利息    23,822     

２．金利スワップ 
    中途解約清算益 

  15,536 39,358 0.0 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 229,992     

２．固定資産売却損 ※３ 33,927     

３．店舗閉鎖損失  ※４  233,555     

４．店舗閉鎖損失引当金  
    繰入額  

  740,000     

５．災害損失 ※５ 17,779     

６．新勤務時間管理方式の  
    導入に伴う損失 

  90,869     

７．長期借入金早期弁済清  
    算金  

  1,504,904 2,851,028 1.6 

税金等調整前当期純利
益 

    157,537 0.0 

法人税、住民税及び事
業税 

  748,462     

法人税等調整額   △131,345 617,117 0.3 

当期純損失     459,579 △0.3 

   



③【連結剰余金計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  9,503,578

Ⅱ 資本剰余金期末残高  9,503,578

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  19,827,855

Ⅱ 利益剰余金減少高  

１．当期純損失  459,579

２．配当金  1,029,028

３．役員賞与  10,000

４．自己株式処分差損   305 1,498,913

Ⅲ 利益剰余金期末残高  18,328,942

   



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益   157,537

減価償却費   3,607,319

連結調整勘定償却額   91,505

長期前払費用償却額   19,437

賃借料との相殺による保証金返還額   1,054,439

過年度受取利息   △23,822

有形固定資産除却損   211,597

店舗閉鎖損失   200,276

店舗閉鎖損失引当金の増加額    740,000

貸倒引当金の増加額   112,588

賞与引当金の減少額   △152,196

退職給付引当金の減少額   △7,365

役員退職慰労引当金の増加額   25,023

受取利息及び受取配当金   △5,139

支払利息   775,782

売上債権の増減額   △130,439

たな卸資産の増加額   △59,192

仕入債務の減少額   △2,860

未払金の減少額   △53,432

役員賞与の支払額   △10,000

その他 ※２ 719,101

小計   7,270,160

利息及び配当金の受取額   5,139

利息の支払額   △796,445

法人税等の支払額   △2,436,628

営業活動によるキャッシュ・フロー   4,042,226

 



    
前連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出   △3,659,348

有形固定資産の売却による収入   1,792

無形固定資産の取得による支出   △446,030

敷金及び保証金の差入による支出   △874,562

敷金及び保証金の回収による収入   457,190

その他投資による支出   △3,330

投資活動によるキャッシュ・フロー   △4,524,288

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額   870,000

長期借入による収入    11,500,000

長期借入金の返済による支出   △10,880,000

自己株式の売却による収入    1,502

配当金の支払額   △1,025,506

財務活動によるキャッシュ・フロー   465,995

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   -

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △16,066

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   720,987

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 704,920

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社 

  (2) 連結子会社の名称 

トイザらス・ドット・コム ジャパ

ン株式会社 

２．持分法の適用に関する事

項 

  持分法の適用会社はありません。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

  連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によっておりま

す。 

  ② デリバティブ 

時価法によっております。 

  ③ たな卸資産 

(1) 商品 

移動平均法による原価法によって

おります。 

  (2) 貯蔵品 

終仕入原価法による原価法によ

っております。 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社は残存価額を零とする当社の定

めた見積耐用年数による定額法によっ

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  15～20年 

工具器具備品    ５～15年 

  ② 無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期間

（５年）による定額法によっておりま

す。 

  ③ 長期前払費用 

均等償却しております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し回収

不能見込額を計上しております。 

  ② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、当

連結会計年度に対応する支給見込額を

計上しております。 

  ③ 退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（12年）による定額法により、

それぞれの発生の翌連結会計年度より

費用処理することとしております。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

  ⑤  店舗閉鎖損失引当金  

    当連結会計年度中に閉店もしくは翌

期以降に閉店することが確定した店舗

について、今後発生が見込まれる店舗

閉鎖損失に備えるため、当該見込額を

計上しております。  

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金 

  ③ ヘッジ方針 

金利の相場変動リスクの低減を目的

として行っております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の負債に関

する重要な条件が同一である場合に

は、ヘッジ開始時及びその後も継続し

て相場変動を完全に相殺するものと想

定することができるため、ヘッジに高

い有効性があると判断した取引につい

ては有効性の評価を省略しておりま

す。 

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法によっておりま

す。 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は20年間で均等償却する

こととしております。 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の連結

会計年度中に確定した利益処分又は損失

処理に基づいて作成しております。 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許資

金及び随時引き出し可能な預金でありま

す。 



      会計方針の変更 

      追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平

成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号）が平成16年３月31日に終了す

る連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。 

 この変更に伴う連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。 

前連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費が171,587千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそ

れぞれ同額減少しております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年１月31日） 

 １．保証債務 

ローンコミットメント 

ケー・ケー・ファンディング・コーポレーション  

3,122,321千円 

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式34,445,982株

であります。 

※３．当社が保有する自己株式は、普通株式144,028株で

あります。 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

※１．販売費及び一般管理費項目のうち重要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

    従業員給与賞与 11,804,276千円

    賞与引当金繰入額 203,337千円

    退職給付費用 337,374千円

    役員退職慰労引当金繰入額 25,023千円

  賃借料 16,523,563千円

  連結調整勘定償却額 91,505千円

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  建物 13,417千円

  構築物 13,616千円

  工具器具備品 139,380千円

  機械装置 2,799千円

  ソフトウェア 60,778千円

   計 229,992千円

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  工具器具備品 33,927千円

※４．店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。 

  建物除却損 138,100千円

  構築物除却損 2,198千円

  工具器具備品除却損 22,432千円

  店舗撤去費用 17,041千円

  商品廃棄損 7,449千円

  解約違約金 30,000千円

  その他 16,331千円

   計 233,555千円

※５．災害損失は福岡県西方沖等の地震に伴い発生した

もので、その内容は次のとおりであります。 

  原状回復費用等 17,557千円

  その他 222千円

   計 17,779千円



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年１月31日現在） 

  現金及び預金勘定 704,920千円

  現金及び現金同等物  704,920千円

※２．保証金（建設協力金）に関する会計処理に伴い生

じた受取利息及び長期前払賃借料の償却額は、相殺

の上、その差額を営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示しております。 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  (借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  工具器具備品（千円） 

取得価額相当額 608,643 

減価償却累計額 
相当額 

123,616 

期末残高相当額 485,027 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１ 年 内 121,138千円

１ 年 超 367,910千円

計 489,048千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 165,119千円

減価償却費相当額 155,921千円

支払利息相当額 7,597千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法により算定しております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

 (借主側)   

  該当事項はありません。 



（有価証券関係） 

有価証券 

その他有価証券で時価のあるもの 

  種類 

前連結会計年度（平成18年１月31日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

(1）株式 1,440 1,900 460 

(2）債券       

① 国債・地方

債等 
－ － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 1,440 1,900 460 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

(1）株式 － － － 

(2）債券       

① 国債・地方

債等 
－ － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 － － － 

合計 1,440 1,900 460 



（デリバティブ取引関係） 

１. 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

（1）取引の内容 

当社は、外貨建金銭債務に関して為替予約取引、金

利関連では金利スワップ取引を利用しております。 

（2）取引に対する取組方針 

当社は、財務上発生する為替・金利の変動リスクを

回避し、財務活動を効率的に行うために、リスク管理

の対象となる資産または負債の範囲内でデリバティブ

取引を利用することとしており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

（3）取引の利用目的 

当社は、継続的に発生する通常の取引範囲内で、外

貨建金銭債務に係る将来の為替相場の変動リスクを回

避する目的で、また金利関連では借入金利等の将来の

金利相場における変動リスクを回避する目的で利用し

ております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

 ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。 

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 ： 金利スワップ 

  ヘッジ対象 ： 借入金 

 ヘッジ方針 

 金利の相場変動リスクの低減を目的として行って

おります。 

 ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象の負債に関する重要な条

件が同一である場合には、ヘッジ開始時及びその後

も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定す

ることができるため、ヘッジに高い有効性があると

判断した取引については有効性の評価を省略してお

ります。 

 



２. 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 前連結会計年度（平成18年１月31日） 

  期末残高がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

（4）取引に係るリスクの内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、取引相手

が契約不履行となることにより被る損失に係る信用リ

スクと、為替相場の変動によって発生する損失に係る

為替リスク、また金利スワップ取引では金利変動によ

る市場リスクを有しております。なお、当社は、信用

度の高い金融機関とのみ取引を行っており、信用リス

クはほとんどないと認識しております。また、当社

は、時価の変動率が大きい特殊なデリバティブ取引は

利用しておりません。 

（5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

（6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでデリバティブ取引における契約額であり、当

該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示

すものではありません。 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

(1) 退職給付債務（千円） △2,092,459 

(2) 年金資産（千円） 1,883,239 

(3) 未積立退職給付債務（1）＋（2） （千円） △209,219 

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） △138,589 

(5) 連結貸借対照表計上額純額（3）＋（4） (千円) △347,808 

(6) 前払年金費用（千円） ― 

(7) 退職給付引当金（5）－（6） （千円） △347,808 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日）

(1) 勤務費用（千円） 308,088 

(2) 利息費用（千円） 38,396 

(3) 期待運用収益(減算)（千円） △27,877 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 18,767 

(5) 退職給付費用（千円） 337,374 

  
前連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率（％） 2.0 

(3) 期待運用収益率（％） 2.0 

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年） 12 

  

（発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額

法により、それぞれの発

生年度の翌連結会計年度

から費用処理することと

しております。） 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成18年１月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動） 千円 

未払費用 145,613 

未払事業税 84,862 

未払事業所税 66,477 

未払償却資産税 135,263 

商品評価損 158,405 

商品廃棄損 46,326 

賞与引当金 82,229 

店舗閉鎖損失引当金 299,256 

その他 14,023 

小計 1,032,457 

評価性引当額 △23,950 

繰延税金資産（流動）合計 1,008,506 

    

繰延税金負債（流動）   

 前払労働保険料 △11,917 

  その他 △2,910 

繰延税金負債（流動）合計 △14,828 

繰延税金資産（流動）の純額 993,678 

    

繰延税金資産（固定）   

貸倒引当金 153,043 

減価償却超過額 242,088 

退職給付引当金 140,653 

役員退職慰労引当金 102,902 

税務上の繰越欠損金 981,753 

その他 9,080 

小計 1,629,522 

評価性引当額 △984,111 

繰延税金資産（固定）合計 645,410 

    

繰延税金負債（固定）   

敷金及び保証金 △86,057 

特別償却準備金 △147,118 

その他有価証券評価差額金 △186 

その他 △1,248 

繰延税金負債（固定）合計 △234,611 

繰延税金資産（固定）の純額 410,798 

    

繰延税金資産の純額 1,404,476 

 



前連結会計年度 
（平成18年１月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.44％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 125.45％

住民税均等割 149.05％

情報通信機器等に係る法人税額の特別控
除 

△ 53.05％

更正額修正による影響 △  5.90％

評価性引当額の変動額 112.19％

連結調整勘定の償却額 23.49％

その他 0.06％

税効果会計適用後の法人税等負担率 391.73％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日） 

店舗事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．日本マクドナルドホールディングス株式会社の議決権の被所有割合は、直接被所有「10.41％」の他に、退

職給付信託契約上、日本マクドナルドホールディングス株式会社がマスタートラスト信託銀行株式会社

（退職給付信託日本マクドナルド口）に対し、当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する所

有割合「2.75％」があります。 

 ２．当社の銀行借入等に対してトイザラス・インク及び日本マクドナルドホールディングス株式会社は債務保証

を行っております。債務保証に対して担保の提供は行っておりませんが、保証料の支払を行っております。

保証率は総貸出し枠に対し0.1％、実行額に対し0.4％であります。 

 ３．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

(2）役員及び個人主要株主等 

 （注）１．第三者（アンダーソン・毛利・友常法律事務所）の代表者として行った取引であり、価格等は一般的取引条

件によっております。 

 ２．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は

出資金 

事業の内
容又は職

業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 

（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員
の兼
任等 

事業上の
関係 

その他の

関係会社 

トイザラス・

インク 

米国ニュ

ージャー

ジー州 

 － 持株会社 

(被所有) 

間接 

47.96 

兼任 

３名 

経営ノウ

ハウ提供 

当社借入に対

する債務被保

証 

5,216,000 － －

保証料の支払 65,532 
未払費

用 
52,671

法人主要

株主 

日本マクドナ

ルドホールデ

ィングス株式

会社 

東京都 

新宿区 

24,113 

百万円 
持株会社 

(被所有) 

直接 

10.41 

転籍

３名 

当社借入

に対する

債務保証 

当社借入に対

する債務被保

証 

1,304,000 － －

保証料の支払 16,383 
未払費

用 
13,167

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は

出資金 
事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有

(被所有)
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員
の兼
任等 

事業上の
関係 

役員 森内 憲隆 － － 当社監査役 なし なし なし 業務の委託 6,933 未払金 545 



(3）兄弟会社等 

 （注）１．トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するロイヤリ

ティの支払及びマーケティングサポートフィーの受取は、トイザラスシステムを使用するための対価の支払

及び同システムを使用してマーケティング活動を行うことに対する補助の受取であるため、当該取引金額及

び当該残高については両者の純額で表示しております。 

 ２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 (1）トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するロイ

ヤリティの支払は、商標を認知する小売店舗における総収入の３％であります。 

 (2）トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するマー

ケティングサポートフィーの受取は、ライセンス契約で定義された総収入の１％であります。 

 (3）日本マクドナルド株式会社に対するロイヤリティの支払は、サービス契約で定義された総収入の0.5％

であります。 

 ３．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は
出資金 

事業の内
容又は職

業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員
の兼
任等 

事業上の
関係 

その他の

関係会社

の子会社 

トイザラス・

サービス・イ

ンク 

米国ニュ

ージャー

ジー州 

100米ドル 
知的財産の 

管理 
なし なし なし 

ロイヤリティ

の支払及びマ

ーケティング

サポートフィ

ーの受取 

3,590,362 未払金 312,766
その他の

関係会社

の子会社 

ジェフリー・

インターナシ

ョナル・エ

ル・エル・シ

ー 

米国ニュ

ージャー

ジー州 

－ 
知的財産の 

管理 
なし なし なし 

法人主要

株主の子

会社 

日本マクドナ

ルド株式会社 

東京都 

新宿区 
100百万円

ハンバーガ

ーレストラ

ンの経営 

なし なし 

不動産サ

ービス提

供 

ロイヤリティ

の支払 
897,590 未払金 82,101



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１株当たり純資産額 979円73銭 

１株当たり当期純損失金額 13円40銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

  

前連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日）

１株当たり当期純損失金額 ：   

当期純損失（千円） 459,579 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 459,579 

期中平均株式数（株） 34,301,229 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

旧商法第280条ノ19第１項

の規定による新株引受権

１種類（新株引受権の目

的となる株式の数133,500

株） 

商法第280条ノ20及び280

条ノ21の規定による新株

予約権３種類（新株予約

権の数8,315個） 

これらの詳細について

は、「第４ 提出会社の

状況、１ 株式等の状

況、(2) 新株予約権等の

状況」に記載のとおりで

あります。 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

 当社が賃借している店舗建物の賃貸人である株式会社

セブンピラーズに対し、京都地方裁判所において平成17

年３月１日付で破産手続開始の決定がなされておりまし

たが、平成18年３月30日付の当該店舗建物の譲渡に伴

い、当社と当該賃貸人との店舗建物賃貸借契約はすべて

第三者である新賃貸人に承継されております。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  693,661 952,439 

２．売掛金   1,551,944 2,245,484 

３．商品  24,604,622 20,227,582 

４．貯蔵品  263,062 278,307 

５．前払費用  1,930,268 1,910,197 

６．繰延税金資産  993,678 1,799,107 

７．未収入金   1,080,100 1,058,376 

８．一年以内返還予定 
保証金 

 1,162,936 1,327,918 

９．その他  8,559 106,900 

     貸倒引当金  △296 △238 

流動資産合計  32,288,536 30.8 29,906,076 31.0

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産    

（1）建物  32,650,539 33,063,177   

 減価償却累計額  10,484,821 22,165,718 11,465,456 21,597,721 

（2）構築物  1,291,239 1,228,147   

 減価償却累計額  440,371 850,867 457,159 770,987 

（3）機械装置  2,042,675 2,041,974   

 減価償却累計額  640,241 1,402,434 776,086 1,265,888 

（4）車両運搬具  123,856 112,456   

 減価償却累計額  81,809 42,046 81,987 30,469 

（5）工具器具備品  16,136,237 16,570,267   

 減価償却累計額  6,387,740 9,748,496 7,212,176 9,358,091 

（6）建設仮勘定  191,455 124,219 

有形固定資産合計  34,401,019 32.8 33,147,378 34.3

 



   
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

２. 無形固定資産    

（1）ソフトウェア  1,035,069 892,254 

（2）電話加入権  81,566 82,365 

無形固定資産合計  1,116,635 1.1 974,620 1.0

３. 投資その他の資産    

（1）投資有価証券  1,900 2,055 

（2）関係会社長期貸付金  2,715,000 － 

（3）破産・再生・更生 
債権等 

 1,510,696 1,109,877 

（4）長期前払費用  4,627,308 4,034,270 

（5）繰延税金資産  409,461 854,329 

（6）敷金及び保証金  28,750,688 27,227,543 

       貸倒引当金  △921,629 △703,057 

投資その他の資産合計  37,093,424 35.3 32,525,017 33.7

固定資産合計  72,611,080 69.2 66,647,016 69.0

資産合計  104,899,617 100.0 96,553,093 100.0 

     

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   24,912,749 24,629,573 

２．短期借入金  20,800,000 17,100,000 

３．一年以内返済予定長期
借入金 

 880,000 880,000 

４．未払金  2,382,203 2,876,451 

５．未払費用  741,903 726,708 

６．未払法人税等  740,904 209,658 

７．未払消費税等  205,905 326,300 

８．預り金  651,861 604,508 

９．賞与引当金  196,553 368,576 

10. 店舗閉鎖損失引当金  740,000 362,250 

11．契約解除損失引当金  － 300,000 

12．リコール損失引当金  － 125,000 

13．ポイント費用引当金  － 46,000 

14．設備関係未払金  513,535 535,926 

15．その他  5,595 9,985 

流動負債合計  52,771,211 50.3 49,100,939 50.8

 



   
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  17,140,000 16,260,000 

２．退職給付引当金  347,808 329,262 

３．役員退職慰労引当金  254,456 35,949 

４．預り保証金  272,238 287,195 

５．その他  54,431 53,452 

固定負債合計  18,068,935 17.2 16,965,859 17.6

負債合計  70,840,146 67.5 66,066,798 68.4

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※４ 6,034,099 5.8 － －

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  9,503,578 －   

資本剰余金合計  9,503,578 9.0 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  12,973 －   

２．任意積立金    

特別償却準備金  261,093 －   

３．当期未処分利益  18,507,761 －   

利益剰余金合計  18,781,828 17.9 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 273 0.0 － －

Ⅴ 自己株式 ※５ △260,310 △0.2 － －

資本合計  34,059,470 32.5 － －

負債・資本合計  104,899,617 100.0 － － 

  
  
  

   

 



   
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     － －   6,034,099 6.3 

２．資本剰余金               

   資本準備金   －     9,503,578     

資本剰余金合計     － －   9,503,578 9.8 

３．利益剰余金               

(1）利益準備金   －     12,973     

(2）その他利益剰余金               

特別償却準備金   －     162,666     

繰越利益剰余金   －     15,025,596     

利益剰余金合計     － －   15,201,235 15.7 

４．自己株式     － －   △260,310 △0.2 

株主資本合計     － －   30,478,603 31.6 

Ⅱ 評価・換算差額等               

  その他有価証券評価差
額金 

    － －   366 0.0 

評価・換算差額等合計     － －   366 0.0 

Ⅲ 新株予約権     － －   7,324 0.0 

純資産合計     － －   30,486,294 31.6 

負債純資産合計     － －   96,553,093 100.0 

               



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   

１．商品売上高 178,384,335 192,542,521   

２．賃貸料収入 1,793,185 180,177,521 100.0 1,822,112 194,364,634 100.0 

Ⅱ 売上原価   

(1) 商品売上原価   

１．商品期首たな卸高 24,678,941 24,604,622   

２．当期商品仕入高 124,646,226 136,898,919   

合計 149,325,167 161,503,541   

３．他勘定振替高 ※１ 74,415 1,752,300   

４．商品期末たな卸高 24,604,622 20,227,582   

商品売上原価 124,646,130 139,523,658   

(2）賃貸原価 365,632 125,011,763 69.4 380,581 139,904,240 72.0

売上総利益 55,165,758 30.6 54,460,393 28.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．運送費 929,440 956,591   

２．広告宣伝費 3,626,863 3,378,592   

３．ロイヤリティ 4,787,439 4,874,930   

４．支払手数料 879,194 926,334   

５．役員報酬 106,929 66,961   

６. 役員退職金 － 64,504   

７. 株式報酬費用 － 7,324   

８．給与手当 10,650,403 11,183,318   

９．賞与 961,994 1,019,991   

10．賞与引当金繰入額 196,553 368,576   

11．退職給付費用 337,374 306,499   

12．役員退職慰労引当金 
繰入額 

25,023 18,537   

13．福利厚生費 1,208,483 1,289,238   

14．交際費 480,502 325,739   

15．旅費交通費 220,436 214,316   

16．通信費 200,328 199,533   

17．水道光熱費 1,971,380 2,084,247   

18．消耗品費 963,492 1,049,307   

 



   
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

19．租税公課  722,366 714,842   

20．減価償却費  3,477,295 3,597,163   

21．賃借料  16,459,341 16,960,842   

22. 貸倒引当金繰入額  296 －   

23. ポイント費用引当金 
繰入額 

 － 46,000   

24．その他  3,090,529 51,295,671 28.5 3,249,149 52,902,544 27.2

営業利益  3,870,087 2.1 1,557,848 0.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  382,945 460,149   

２．仕入割引  607 1,478   

３．業務受託料  180,982 275,037   

４．賃貸料収入  120,329 115,889   

５. 為替差益  － 20,386   

６．その他  101,921 786,785 0.4 198,905 1,071,846 0.6

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  775,782 406,884   

２．支払保証料   81,915 29,901   

３．貸倒引当金繰入額  112,167 228,000   

４．為替差損  29,713 －   

５．賃貸費用  111,571 111,578   

６．その他  120,912 1,232,063 0.7 205,242 981,607 0.5

経常利益  3,424,809 1.8 1,648,088 0.9

     
 



   
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

  １. 貸倒引当金戻入益  － 289,264   

２．過年度受取利息  23,822 －   

３．金利スワップ中途解約
清算益 

 15,536 39,358 0.0 － 289,264 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※２ 152,738 296,941   

２．固定資産売却損 ※３ 33,927 －   

３．店舗閉鎖損失 ※４ 233,555 583,667   

４. 店舗閉鎖損失引当金 
繰入額 

  740,000 362,250   

５．災害損失 ※５ 17,779 －   

６．新勤務時間管理方式の
導入に伴う損失 

  90,869 －   

７．長期借入金早期弁済 
清算金 

  1,504,904 －   

８．関係会社株式評価損   550,000 －   

９. 商品整理損失    － 1,698,046   

10. 契約解除損失引当金 
繰入額  

  － 300,000   

11. リコール損失    － 21,389   

12. リコール損失引当金 
繰入額  

  － 3,323,774 1.8 125,000 3,387,295 1.7

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△） 

 140,393 0.0 △1,449,941 △0.7

法人税、住民税及び 
事業税 

 748,172 173,000   

法人税等調整額  △132,042 616,130 0.3 △416,098 △243,098 △0.1

当期純損失  475,736 △0.3 1,206,843 △0.6

前期繰越利益  18,983,803 － 

自己株式処分差損  305 － 

当期未処分利益  18,507,761 － 

     



③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自平成18年２月１日 至平成19年１月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
資本準備金 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 特別償却 

準備金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年１月31日 残高 
（千円） 

6,034,099 9,503,578 12,973 261,093 18,507,761 18,781,828 △260,310 34,059,196 

事業年度中の変動額                

利益処分による 
特別償却準備金の繰入 

      23,243 △23,243 －   － 

利益処分による 
特別償却準備金の取崩 

      △67,660 67,660 －   － 

特別償却準備金の積立       15,364 △15,364 －   － 

特別償却準備金の取崩       △69,374 69,374 －   － 

利益処分による利益配当         △1,029,058 △1,029,058   △1,029,058 

当期純損失         △1,206,843 △1,206,843   △1,206,843 

合併による抱合株式消却額         △1,344,691 △1,344,691   △1,344,691 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

                

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － － △98,427 △3,482,165 △3,580,593 － △3,580,593 

平成19年１月31日 残高 
（千円） 

6,034,099 9,503,578 12,973 162,666 15,025,596 15,201,235 △260,310 30,478,603 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

平成18年１月31日 残高 
（千円） 

273 － 34,059,470 

事業年度中の変動額      

利益処分による 
特別償却準備金の繰入 

    － 

利益処分による 
特別償却準備金の取崩 

    － 

特別償却準備金の積立     － 

特別償却準備金の取崩     － 

利益処分による利益配当     △1,029,058 

当期純損失     △1,206,843 

合併による抱合株式消却額     △1,344,691 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

92 7,324 7,416 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

92 7,324 △3,573,176 

平成19年１月31日 残高 
（千円） 

366 7,324 30,486,294 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

    
当事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失   △1,449,941

減価償却費   3,597,163

長期前払費用償却額   16,867

差入保証金と相殺した賃借料   1,241,082

株式報酬費用   7,324

有形固定資産除売却損   263,667

店舗閉鎖損失   521,454

商品整理損失   1,698,046

店舗閉鎖損失引当金の増加額   239,297

契約解除損失引当金の増加額   300,000

リコール損失引当金の増加額   125,000

ポイント費用引当金の増加額   46,000

貸倒引当金の減少額   △62,272

賞与引当金の増加額   158,454

退職給付引当金の減少額   △18,546

役員退職慰労引当金の減少額   △218,507

受取利息及び受取配当金   △11,292

支払利息   406,884

売上債権の増加額   △495,197

たな卸資産の減少額   3,044,768

仕入債務の減少額   △595,681

未払金の増加額   484,374

その他 ※２ △28,331

小計   9,270,613

利息及び配当金の受取額   11,346

利息の支払額   △412,696

法人税等の支払額   △704,989

営業活動によるキャッシュ・フロー   8,164,274

 



 (注) 前連結会計年度は連結財務諸表を作成しており、前事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書 

   は作成しておりません。 

    
当事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出   △2,395,445

無形固定資産の取得による支出   △65,495

敷金及び保証金の差入による支出   △564,482

敷金及び保証金の回収による収入   818,059

関係会社株式の取得による支出   △2,200,000

関係会社長期貸付金回収による収入   1,950,000

その他投資の取得による支出   △20,162

投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,477,527

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額   △3,700,000

長期借入金の返済による支出    △880,000

配当金の支払額   △1,023,675

財務活動によるキャッシュ・フロー   △5,603,675

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   83,072

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   693,661

Ⅶ 関係会社の合併に伴う現金及び現金同
等物の増加額 

  175,705

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  ※１ 952,439

    



⑤【利益処分計算書】 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
 平成18年４月27日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  18,507,761

Ⅱ 任意積立金取崩高  

特別償却準備金取崩高  67,660 67,660

合計  18,575,422

Ⅲ 利益処分額  

１．配当金  1,029,058

２．取締役賞与金  -

３．任意積立金  

特別償却準備金  23,243 1,052,302

Ⅳ 次期繰越利益  17,523,120

   



重要な会計方針 

項  目 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法によってお

ります。 

(1）子会社株式 

同    左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法 (評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)によっております。 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法 (評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定)によっております。 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法によっております。 同    左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

移動平均法による原価法によってお

ります。 

(1）商品 

同    左 

  (2）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法によっ

ております。 

(2）貯蔵品 

同    左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

残存価額を零とする当社の定めた見

積耐用年数による定額法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        20年 

工具器具備品  ５～15年 

(1）有形固定資産 

同    左 

  (2）無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期間

（５年）による定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同    左 

  (3）長期前払費用 

均等償却しております。 

(3）長期前払費用 

同    左 

 ５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同    左 

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し回収

不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同    左 

  (2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、当

期に対応する支給見込額を計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

同    左 

 



項  目 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（12年）による

定額法により、それぞれの発生の翌期

より費用処理することとしておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

同    左 

  (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同    左 

  (5) 店舗閉鎖損失引当金 

     当事業年度中に閉店もしくは翌期以 

降に閉店することが確定した店舗につい

て、今後発生が見込まれる店舗閉鎖損失

に備えるため、当該見込額を計上してお

ります。 

(6)     ───── 

  

  

  

(7)     ───── 

  

  

  

(8)     ───── 

  

  

  

  

(5) 店舗閉鎖損失引当金 

同    左 

  

  

  

   

(6) 契約解除損失引当金 

 「サービス契約」の解除に伴う損失に

備えるため、当該見込額を計上しており

ます。 

(7) リコール損失引当金  

 リコール商品の回収・返金に伴う損失

に備えるため、当該見込額を計上してお

ります。 

(8) ポイント費用引当金  

 ポイントカード及び提携クレジットカ

ードの利用額に応じて顧客に付与するク

ーポンの使用に基づく費用の発生に備え

るため、当該見込額を計上しておりま

す。 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同    左 

 



項  目 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

(1）    ───── 

  

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金 

(2）    ───── 

  

  

  (3）ヘッジ方針 

金利の相場変動リスクの低減を目的

として行っております。 

(3)     ───── 

  

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の負債に関

する重要な条件が同一である場合に

は、ヘッジ開始時及びその後も継続し

て相場変動を完全に相殺するものと想

定することができるため、ヘッジに高

い有効性があると判断した取引につい

ては有効性の評価を省略しておりま

す。 

(4）    ───── 

  

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

───── 

  

 手許資金及び随時引き出し可能な預金

であります。 

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同    左 



      会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平

成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号) が平成16年３月31日に終了す

る事業年度に係る財務諸表から適用できることになったこ

とに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適

用しております。 

  この変更に伴う財務諸表に与える影響はありません。 

 ───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 ───── 

  

  

 

  

 ───── 

  

  

   

  

  

 ───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は30,478,969千円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しておりま

す。 

 この変更に伴う損益の影響はありません。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第８号 平

成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平

成18年５月31日）を適用しております。 

 これにより営業利益及び経常利益がそれぞれ7,324千円

減少し、税引前当期純損失が同額増加しております。 



表示方法の変更 

      追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

 ──────  提携クレジットカードの利用額に応じて顧客に付与す

るクーポンの使用見積額を、従来流動負債の「未払金」

に含めて表示しておりましたが、ポイントカード導入に

伴い、当事業年度より「ポイント費用引当金」として区

分掲記しております。 

 なお、前事業年度における未払金に含まれる当該金額

は30,000千円であります。 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号) に従い、法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が170,487千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ

同額減少しております。 

 当事業年度において、トイザらス・ドット・コム ジャ

パン株式会社を吸収合併いたしました。合併期日が平成18

年４月１日のため「企業結合に係る会計基準」は適用して

おりません。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年１月31日） 

当事業年度 
（平成19年１月31日） 

 １．保証債務  １．保証債務 

    ローンコミットメント     ローンコミットメント 

ケー・ケー・ファンディング・コーポレーション ケー・ケー・ファンディング・コーポレーション 

3,122,321千円 2,819,828千円 

  ２．       ─────   ２．偶発損失 

・サービス契約の解除について 

当社は平成18年11月30日をもって日本マクドナル

ド株式会社に対して、下記の「サービス契約」を解

除し、同解除日までの未払ロイヤリティを含む総額

５億円を解除精算金として見積り、同未払ロイヤリ

ティ額を除く３億円を契約解除損失引当金として計

上しております。 

なお、本件に関しましては、平成19年２月28日付

で日本マクドナルド株式会社より、東京地方裁判所

において「役務提供契約存在確認等請求事件」とし

て当該契約の現時点における有効性及び同社の契約

上の権利を有する地位であることの確認ならびに未

払いのサービスの対価の支払いを求める訴訟が提起

されております。従いまして、 終的な当社の総支

払い額は変動する可能性があります。 

サービス契約 

契約の相手方 日本マクドナルド株式会社 

契約の内容 

  

  

  

  

  

 1）小売店事業の効率的な営業に関

する専門知識・技術の提供  

 2）小売店事業開発に関する用地選

択ならびに不動産開発ノウハウの提

供 

 3）販売促進活動にかかるノウハウ

ならびにサービスの提供 

対価 

  

  

  

  

 

  

サービス契約で定義された総収入の

0.5％のサービス料を、当社が日本

マクドナルド株式会社に支払う。 

ただし、サービス料率については、

契約締結後５年目以降、サービス内

容との対価性を勘案し、見直す旨の

条項があります。   

契約期間 

  

平成12年２月１日より20年間、以降

10年毎の更新  

  ３．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は273千円

であります。 

 ３．       ───── 

  

 

  

※４．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数        普通株式 137,748,000株

発行済株式総数   普通株式 34,445,982株

※４．       ───── 

  

  

   

※５．自己株式  

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

144,028株であります。 

※５．       ───── 

  

 

 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

※１．他勘定振替高は、商品を販売促進費に振り替えた

額であります。 

※１．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 

  商品整理損失 1,698,046千円

広告宣伝費 51,047千円

その他 3,206千円

計 1,752,300千円

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 13,417千円

構築物 13,616千円

工具器具備品 122,905千円

機械装置 2,799千円

計 152,738千円

建物 4,524千円

構築物 71,985千円

工具器具備品 214,394千円

その他 6,036千円

計 296,941千円

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※３.           ────── 

工具器具備品 33,927千円    

※４．店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。 ※４．店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。 

建物除却損 138,100千円

構築物除却損 2,198千円

工具器具備品除却損 22,432千円

店舗撤去費用 17,041千円

商品廃棄損 7,449千円

解約違約金 30,000千円

その他 16,331千円

計 233,555千円

建物除却損 301,571千円

構築物除却損 10,907千円

工具器具備品除却損 38,597千円

店舗撤去費用 44,168千円

商品廃棄損 9,007千円

長期前払費用償却 160,572千円

解約違約金 5,530千円

その他 13,311千円

計 583,667千円

   
   

※５．災害損失は福岡県西方沖等の地震に伴い発生した

もので、その内容は次のとおりであります。 

※５．       ──────  

原状回復費用等 17,557千円

その他 222千円

計 17,779千円

 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成18年２月１日 至平成19年１月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

     （注） 平成19年１月31日現在、新株予約権を行使することができる期間は到来しておりません。 

  

    ３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式        

普通株式 34,445,982 － － 34,445,982 

合計 34,445,982 － － 34,445,982 

自己株式        

普通株式 144,028 － － 144,028 

合計 144,028 － － 144,028 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当事業年度
末残高 
（千円） 前事業年度

末 
当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 ストック・オプションとして

の新株予約権Ⅰ（注） 
－ －  － －  － 1,820 

ストック・オプションとして

の新株予約権Ⅱ（注） 
－ － － － － 1,261 

ストック・オプションとして

の新株予約権Ⅲ（注） 
－ － － － － 1,900 

ストック・オプションとして

の新株予約権Ⅳ（注） 
－ － － － － 1,284 

ストック・オプションとして

の新株予約権Ⅴ（注） 
－ － － － － 1,057 

合計 － － － － － 7,324 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年４月27日 

定時株主総会 
普通株式 1,029,058 30 平成18年1月31日 平成18年４月27日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年３月27日 

取締役会 
普通株式 343,019 利益剰余金  10 平成19年１月31日 平成19年４月11日



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 （注）前事業年度は連結財務諸表を作成しておりますので、前事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書は作成してお

りません。 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成19年１月31日現在） 

  現金及び預金勘定 952,439千円

  現金及び現金同等物 952,439千円

※２．保証金（建設協力金）に関する会計処理に伴い生

じた受取利息及び長期前払賃借料の償却額は、相殺

の上、その差額を営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示しております。 

 ３. 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に当社の100％子会社であったトイザら

ス・ドット・コム ジャパン株式会社を吸収合併いた

しました。合併に伴い引き継いだ資産及び負債の主な

内訳は次の通りであります。 

 また、合併による資本金の増加及び資本準備金の増

加はありません。  

 なお、当合併に伴い、当社の同社に対する投資及び

債権債務につきましては全て相殺消去しております。

相殺消去した主な投資及び債権債務は以下の通りであ

ります。 

  合併により引き継いだ資産・負債 

  流動資産 793,202千円

  固定資産 469,227千円

  資産合計 1,262,430千円

  流動負債 464,217千円

  負債合計 464,217千円

  関係会社株式 2,200,000千円

  関係会社長期貸付金 765,000千円



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  (借主側)   (借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  工具器具備品（千円） 

取得価額相当額 608,643 

減価償却累計額 
相当額 

123,616 

期末残高相当額 485,027 

工具器具備品（千円） 

取得価額相当額 852,384 

減価償却累計額 
相当額 

270,271 

期末残高相当額 582,112 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１ 年 内 121,138千円

１ 年 超 367,910千円

計 489,048千円

１ 年 内 170,448千円

１ 年 超 418,309千円

計 588,758千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 165,119千円

減価償却費相当額 155,921千円

支払利息相当額 7,597千円

支払リース料 153,111千円

減価償却費相当額 146,893千円

支払利息相当額 8,847千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法により算定しております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同    左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

該当事項はありません。  

(借主側) 

該当事項はありません。  



（有価証券関係） 

前事業年度（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年１月31日現在） 

有価証券 

その他有価証券で時価のあるもの 

  種類 

当事業年度（平成19年１月31日）  

取得原価 

 （千円） 
貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

株式 1,440 2,055 615 

小計 1,440 2,055 615 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

株式 ― ― ― 

 小計 ― ― ― 

合計 1,440 2,055 615 



（デリバティブ取引関係） 

１. 取引の状況に関する事項 

２. 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 当事業年度（平成19年１月31日） 

  期末残高がないため、該当事項はありません。 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

（1）取引の内容 

当社は、外貨建金銭債務に関して為替予約取引を利

用しております。 

（2）取引に対する取組方針 

当社は、財務上発生する為替変動リスクを回避し、

財務活動を効率的に行うために、リスク管理の対象と

なる資産または負債の範囲内でデリバティブ取引を利

用することとしており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

（3）取引の利用目的 

当社は、継続的に発生する通常の取引範囲内で、外

貨建金銭債務に係る将来の為替相場の変動リスクを回

避する目的で、為替予約取引を利用しております。 

（4）取引に係るリスクの内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、取引相手

が契約不履行となることにより被る損失に係る信用リ

スクと、為替相場の変動によって発生する損失に係る

為替リスクを有しております。なお、当社は信用度の

高い金融機関とのみ取引を行っており、信用リスクは

ほとんどないと認識しております。また、当社は、時

価の変動率が大きい特殊なデリバティブ取引は利用し

ておりません。 

（5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

（6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでデリバティブ取引における契約額であり、当

該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示

すものではありません。 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

(1) 退職給付債務（千円） △2,236,547 

(2) 年金資産（千円） 2,143,115 

(3) 未積立退職給付債務（1）＋（2） （千円） △93,431 

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） △235,830 

(5) 貸借対照表計上額純額（3）＋（4） (千円) △329,262 

(6) 前払年金費用（千円） － 

(7) 退職給付引当金（5）－（6） （千円） △329,262 

  
当事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日）

(1) 勤務費用（千円） 307,762 

(2) 利息費用（千円） 41,849 

(3) 期待運用収益(減算)（千円） △37,664 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） △5,447 

(5) 退職給付費用（千円） 306,499 

  
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率（％） 2.0 

(3) 期待運用収益率（％） 2.0 

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年） 12 

  

（発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額

法により、それぞれの発

生年度の翌会計年度から

費用処理することとして

おります。） 



（ストック・オプション等関係） 

当事業年度（自平成18年２月１日 至平成19年１月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

  

当社の取締役   ３名 

当社の従業員    99名 

当社の取締役   ３名 

当社の従業員    275名 

当社の取締役   ３名 

当社の従業員   301名 

ストック・オプション

数 (注)1 
普通株式   177,300株 普通株式   292,200株 普通株式   316,800株

付与日 平成13年７月２日 平成14年７月１日 平成15年７月１日 

権利確定条件  (注) ２   (注) ３  (注) ３ 

対象勤務期間 

 １年10ヶ月間 

（自 平成13年７月２日 

  至 平成15年４月26日）

 １年10ヶ月間 

（自 平成14年７月１日 

  至 平成16年４月25日）

  １年10ヶ月間 

（自 平成15年７月１日 

  至 平成17年４月25日）

権利行使期間 
 平成15年４月27日から 

平成18年４月26日まで 

 平成16年４月26日から 

 平成19年４月25日まで 

 平成17年４月26日から 

 平成20年４月25日まで 

 
平成16年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプションⅠ 

付与対象者の区分及び数 

  

当社の取締役   ３名 

当社の従業員   320名 

当社の取締役   ３名 

当社の従業員   333名 

当社の取締役    １名

  

ストック・オプション

数 (注)1 
普通株式   315,300株 普通株式   335,900株 普通株式    50,000株

付与日 平成16年７月１日 平成17年７月１日 平成18年12月１日 

権利確定条件 (注) ３   (注) ３  (注) ４ 

対象勤務期間 

 １年10ヶ月間 

（自 平成16年７月１日 

  至 平成18年４月28日）

 １年10ヶ月間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成19年４月27日）

  ２年間 

（自 平成18年12月１日 

  至 平成20年11月3日） 

権利行使期間 
 平成18年４月29日から 

平成21年４月28日まで 

 平成19年４月28日から 

 平成22年４月27日まで 

 平成20年12月１日から 

 平成20年11月30日まで 

 
平成18年 

ストック・オプションⅡ 
平成18年 

ストック・オプションⅢ 
平成18年 

ストック・オプションⅣ 

付与対象者の区分及び数 

  

当社の取締役    １名

  

当社の取締役    １名

  

当社の取締役    １名

  

ストック・オプション

数 (注)1 
普通株式  50,000株   普通株式  50,000株   普通株式  50,000株  

付与日 平成18年12月１日 平成18年12月１日 平成18年12月１日 

権利確定条件 (注) ４ (注) ５ (注) ６ 

対象勤務期間 

 ３年間 

（自 平成18年12月１日 

  至 平成21年11月30日）

  １年２ヶ月間 

（自 平成18年12月１日 

  至 平成20年１月31日）

  ２年２ヶ月間 

（自 平成18年12月１日 

  至 平成21年１月31日）

権利行使期間 
 平成21年12月１日から 

平成31年11月30日まで 

 平成20年４月30日から 

 平成25年４月29日まで 

平成21年４月30日から 

平成26年４月29日まで 



（注）１.株式数に換算して記載しております。 

  なお、平成13年ストック・オプションにつきましては、平成13年11月20日付株式分割（１株につき３株） 

  による分割後の株式数に換算して記載しております。 

２.平成13年４月26日開催の当社第13期定時株主総会決議及び平成13年６月22日開催の当社取締役会の決議に 

  基づき、当社と対象者との間で締結する権利付与契約により定められている要件を満たすこと。 

３.(1）権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあること。ただし、任期満了に 

     よる退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の場合を除く。）はこの限 

     りではない。 

  (2）権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けていないこと及び 

     当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないこと。 

４.権利行使時において、当社の代表取締役社長及びＣＥＯの地位にあること。 

５.(1）平成20年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定 

     されたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。 

  (2）平成20年１月31日に当社の代表取締役社長及びＣＥＯの地位にあること。 

６.(1）平成21年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定 

     されたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。 

  (2）平成21年１月31日に当社の代表取締役社長及びＣＥＯの地位にあること。 

７.(1）平成22年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定 

     されたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。 

  (2）平成22年１月31日に当社の代表取締役社長及びＣＥＯの地位にあること。 

  

 
平成18年 

ストック・オプションⅤ 

付与対象者の区分及び数 

  

当社の取締役    １名

  

ストック・オプション

数 (注)1 
普通株式  50,000株   

付与日 平成18年12月１日 

権利確定条件 (注) ７ 

対象勤務期間 

  ３年２ヶ月間 

（自 平成18年12月１日 

  至 平成22年１月31日）

権利行使期間 
 平成22年４月30日から 

平成27年４月29日まで 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 

権利確定前   （株）       

前事業年度末 - - - 

付与 - - - 

失効 - - - 

権利確定 - - - 

未確定残 - - - 

権利確定後   （株）       

前事業年度末 133,500 227,200 256,900 

権利確定 - - - 

権利行使 - - - 

失効 133,500 24,900 27,400 

未行使残 - 202,300 229,500 

 
平成16年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプションⅠ 

権利確定前   （株）       

前事業年度末 280,600 323,700 - 

付与 - - 50,000 

失効 3,000 35,200 - 

権利確定 277,600 - - 

未確定残 - 288,500 50,000 

権利確定後   （株）       

前事業年度末 - - - 

権利確定 277,600 - - 

権利行使 - - - 

失効 26,100 - - 

未行使残 251,500 -   



 
平成18年 

ストック・オプションⅡ
平成18年 

ストック・オプションⅢ
平成18年 

ストック・オプションⅣ 

権利確定前   （株）       

前事業年度末 - - - 

付与 50,000 50,000 50,000 

失効 - - - 

権利確定 - - - 

未確定残 50,000 50,000 50,000 

権利確定後   （株）       

前事業年度末 - - - 

権利確定 - - - 

権利行使 - - - 

失効   - - 

未行使残 - -   

 
平成18年 

ストック・オプションⅤ

権利確定前   （株）   

前事業年度末 - 

付与 50,000 

失効 - 

権利確定 - 

未確定残 50,000 

権利確定後   （株）   

前事業年度末 - 

権利確定 - 

権利行使 - 

失効   

未行使残 - 



② 単価情報 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 4,423 2,864 1,502 

行使時平均株価     （円） - - - 

公正な評価単価（付与日）（円） - - - 

 
平成16年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプションⅠ

権利行使価格      （円） 2,600 1,639 1,255 

行使時平均株価     （円） - - - 

公正な評価単価（付与日）（円） - - 437 

 
平成18年 

ストック・オプションⅡ
平成18年 

ストック・オプションⅢ
平成18年 

ストック・オプションⅣ

権利行使価格      （円） 1,255 1,255 1,255 

行使時平均株価     （円） - - - 

公正な評価単価（付与日）（円） 454 266 334 

 
平成18年 

ストック・オプションⅤ

権利行使価格      （円） 1,255 

行使時平均株価     （円） - 

公正な評価単価（付与日）（円） 402 



２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当事業年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりであります。 

①使用した評価方法   ブラック・ショールズ式 

②主な基礎数値及び見積方法 

（注）１.  上場後の６年８ヶ月間（平成12年４月25日から平成18年12月１日まで）の株価実績に基づき算定してお 

   ります。 

   ２. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

   れるものとして推定して見積もっております。 

   ３. 平成18年１月期の配当実績によっております。 

   ４. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

（注）１. 上場後の６年８ヶ月間（平成12年４月25日から平成18年12月１日まで）の株価実績に基づき算定してお 

   ります。 

 ２. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

   れるものとして推定して見積もっております。 

 ３. 平成18年１月期の配当実績によっております。 

 ４. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

（注）１. ３年11ヶ月間（平成14年12月30日から平成18年12月１日まで）の株価実績に基づき算定しております。 

 ２. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

   れるものとして推定して見積もっております。 

 ３. 平成18年１月期の配当実績によっております。 

 ４. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

（注）１. ４年11ヶ月間（平成13年12月28日から平成18年12月１日まで）の株価実績に基づき算定しております。 

  ２. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ 

   れるものとして推定して見積もっております。 

 ３. 平成18年１月期の配当実績によっております。 

 ４. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  平成18年ストック・オプションⅠ 

 株価変動性 （注）１ 43.158％

 予想残存期間 （注）２ ７年

 予想配当 （注）３ 30円/株

 無リスク利子率 （注）４ 1.357％

  平成18年ストック・オプションⅡ 

 株価変動性 （注）１ 43.158％

 予想残存期間 （注）２ ８年

 予想配当 （注）３ 30円/株

 無リスク利子率 （注）４ 1.457％

  平成18年ストック・オプションⅢ 

 株価変動性 （注）１ 32.558％

 予想残存期間 （注）２ ３年11ヶ月

 予想配当 （注）３ 30円/株

 無リスク利子率 （注）４ 1.027％

  平成18年ストック・オプションⅣ 

 株価変動性 （注）１ 37.128％

 予想残存期間 （注）２ ４年11ヶ月

 予想配当 （注）３ 30円/株

 無リスク利子率 （注）４ 1.156％



（注）１. ５年11ヶ月間（平成12年12月29日から平成18年12月１日まで）の株価実績に基づき算定しております。 

 ２. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

   れるものとして推定して見積もっております。 

 ３. 平成18年１月期の配当実績によっております。 

 ４. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。 

４．財務諸表への影響額 

  販売費及び一般管理費の株式報酬費用  7,324千円 

  平成18年ストック・オプションⅤ 

 株価変動性 （注）１ 41.834％

 予想残存期間 （注）２ ５年11ヶ月

 予想配当 （注）３ 30円/株

 無リスク利子率 （注）４ 1.247％



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成18年１月31日） 

当事業年度 
（平成19年１月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動） 千円 

未払費用 131,986 

未払事業税 84,417 

未払事業所税 66,477 

未払償却資産税 135,263 

商品評価損 153,071 

商品廃棄損 44,648 

賞与引当金 79,486 

店舗閉鎖損失引当金 299,256 

その他 13,898 

繰延税金資産（流動）合計 1,008,506 

    

    

    

繰延税金負債(流動)   

 前払労働保険料 △11,917 

  その他 △2,910 

繰延税金負債(流動)合計 △14,828 

繰延税金資産(流動)の純額 993,678 

    

繰延税金資産（流動） 千円 

未払費用 123,201 

未払事業税 40,580 

未払事業所税 69,144 

未払償却資産税 127,219 

商品評価損 915,992 

商品廃棄損 29,255 

賞与引当金 149,052 

店舗閉鎖損失引当金 146,493 

契約解除損失引当金 121,320 

リコール損失引当金 

ポイント費用引当金 

50,550 

18,602 

その他 20,008 

繰延税金資産（流動）合計 1,811,420 

    

繰延税金負債(流動)   

 前払労働保険料 △12,312 

繰延税金負債(流動)合計 △12,312 

繰延税金資産(流動)の純額 1,799,107 

    

繰延税金資産（固定）   

貸倒引当金 152,851 

減価償却超過額 241,980 

退職給付引当金 140,653 

役員退職慰労引当金 102,902 

その他 4,437 

繰延税金資産（固定）合計 642,824 

    

繰延税金資産（固定）   

貸倒引当金 63,123 

減価償却超過額 268,511 

退職給付引当金 133,153 

役員退職慰労引当金 14,537 

繰越欠損金 524,891 

その他 5,902 

小計 1,010,119 

評価性引当額 △14,537 

繰延税金資産（固定）合計 995,582 

    

繰延税金負債（固定）   

敷金及び保証金 △86,057 

特別償却準備金 △147,118 

その他有価証券評価差額金 △186 

繰延税金負債（固定）合計 △233,362 

繰延税金資産（固定）の純額 409,461 

    

繰延税金資産の純額 1,403,139 

繰延税金負債（固定）   

敷金及び保証金 △30,557 

特別償却準備金 △110,446 

その他有価証券評価差額金 △248 

繰延税金負債（固定）合計 △141,252 

繰延税金資産（固定）の純額 854,329 

    

繰延税金資産の純額 2,653,437 

 



（持分法損益等） 

該当事項はありません。 

前事業年度 
（平成18年１月31日） 

当事業年度 
（平成19年１月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.44％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 140.65％

住民税均等割 167.04％

情報通信機器等に係る法人税額の特別控

除 
△59.52％

更正額修正による影響 △6.62％

関係会社株式評価損否認 158.43％

その他 △1.56％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 438.86％

法定実効税率 40.44％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 △9.09％

住民税均等割 △16.29％

その他 1.71％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 16.77％



【関連当事者との取引】 

当事業年度（自平成18年２月１日 至平成19年１月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主 

 （注）１．日本マクドナルドホールディングス株式会社の議決権の被所有割合は、直接被所有「10.42％」の他に、退

職給付信託契約上、日本マクドナルドホールディングス株式会社がマスタートラスト信託銀行株式会社

（退職給付信託日本マクドナルド口）に対し、当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する所

有割合「2.75％」があります。 

 ２．当社の銀行借入等に対してトイザラス・インク及び日本マクドナルドホールディングス株式会社は債務保証

を行っております。債務保証に対して担保の提供は行っておりませんが、保証料の支払を行っております。

保証率は総貸出し枠に対し0.1％、実行額に対し0.4％であります。 

 ３．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

(2）役員及び個人主要株主 

 （注）１．当社とアンダーソン・毛利・友常法律事務所との取引であり、価格等は一般的取引条件によっております。

 ２．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は

出資金 

事業の内
容又は職

業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 

（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員
の兼
任等 

事業上の
関係 

親会社 
トイザラス・

インク 

米国ニュ

ージャー

ジー州 

 － 持株会社 

(被所有) 

間接 

47.96 

兼任 

２名 

経営ノウ

ハウ提供 

当社借入に対

する債務被保

証 

4,512,000 － －

保証料の支払 23,921 
未払費

用 
19,174

法人主要

株主 

日本マクドナ

ルドホールデ

ィングス株式

会社 

東京都 

新宿区 

24,113 

百万円 
持株会社 

(被所有) 

直接 

10.42 

転籍

１名 

当社借入

に対する

債務保証 

当社借入に対

する債務被保

証 

1,128,000 － －

保証料の支払 5,980 
未払費

用 
4,793

属性 氏名 住所 
資本金又は
出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有

(被所有)
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員
の兼
任等 

事業上の
関係 

役員 森内 憲隆 － － 

アンダーソ

ン・毛利・

友常法律事

務所パート

ナー及び当

社監査役 

なし なし なし 業務の委託 3,993 未払金 2,112 



(3）兄弟会社等 

 （注）１．トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するロイヤリ

ティの支払及びマーケティングサポートフィーの受取は、トイザラスシステムを使用するための対価の支払

及び同システムを使用してマーケティング活動を行うことに対する補助の受取であるため、当該取引金額及

び当該残高については純額で表示しております。 

 ２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 (1）トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するロイ

ヤリティの支払は、商標を認知する小売店舗及び電子商取引における総収入の３％であります。 

 (2）トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するマー

ケティングサポートフィーの受取は、ライセンス契約で定義された総収入の１％であります。 

 (3）日本マクドナルド株式会社に対するロイヤリティの支払は、サービス契約で定義された総収入の0.5％

であります。 

 ３．取引金額には消費税等は含まれておらず、事業年度末残高には消費税等が含まれております。 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は
出資金 

事業の内
容又は職

業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員
の兼
任等 

事業上の
関係 

親会社の

子会社 

トイザラス・

サービス・イ

ンク 

米国ニュ

ージャー

ジー州 

100米ドル 
知的財産の 

管理 
なし なし なし 

ロイヤリティ

の支払及びマ

ーケティング

サポートフィ

ーの受取 

3,874,753 未払金 357,003

親会社の

子会社 

ジェフリー・

インターナシ

ョナル・エ

ル・エル・シ

ー 

米国ニュ

ージャー

ジー州 

－ 
知的財産の 

管理 
なし なし なし 

法人主要

株主の子

会社 

日本マクドナ

ルド株式会社 

東京都 

新宿区 
100百万円

ハンバーガ

ーレストラ

ンの経営 

なし なし 

不動産サ

ービス提

供 

ロイヤリティ

の支払 
672,923 未払金 214,088



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１株当たり純資産額 992円93銭 

１株当たり当期純損失金額 13円87銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 888円55銭 

１株当たり当期純損失金額 35円18銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１株当たり当期純損失金額 :     

当期純損失（千円） 475,736 1,206,843 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 475,736 1,206,843 

期中平均株式数（株） 34,301,229 34,301,954 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

旧商法第280条ノ19第１項

の規定による新株引受権 

１種類（新株引受権の目

的となる株式の数133,500

株） 

商法第280条ノ20及び280

条ノ21の規定による新株

予約権３種類（新株予約

権の数8,315個） 

  

これらの詳細について

は、「第４ 提出会社の

状況、１ 株式等の状

況、(2) 新株予約権等の

状況」に記載のとおりで

あります。 

   ――――― 

  

  

  

  

旧商法第280条ノ20及び

280条ノ21並びに会社法

361条の規定による新株 

予約権９種類（新株予約

権の数12,218個） 

これらの詳細について

は、「第４ 提出会社の

状況、１ 株式等の状

況、(2) 新株予約権等の

状況」に記載のとおりで

あります。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１. 当社が賃借している店舗建物の賃貸人である株式会社

セブンピラーズに対し、京都地方裁判所において平成17

年３月１日付で破産手続開始の決定がなされておりまし

たが、平成18年３月30日付の当該店舗建物の譲渡に伴

い、当社と当該賃貸人との店舗建物賃貸借契約はすべて

第三者である新賃貸人に承継されております。 

２. 増資引受 

  平成18年２月20日開催の取締役会決議に基づき、平成18

年３月15日にトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会

社の増資引受を行いました。 

 ① 増資引受の目的 

     平成18年４月１日を期日とする当社と子会社であるト

イザらス・ドット・コム ジャパン株式会社との合併に

先立ち、トイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社

の現状の債務超過状態を解消することを目的として、同

社の増資を引き受けることにより同社の資本を増強させ

るものであります。 

 ② 増資引受額 

     22億円 

３. 子会社の合併 

   子会社であるトイザらス・ドット・コム ジャパン株式

会社と当社は平成18年４月１日を合併期日として合併する

ことに合意し、平成18年２月20日に合併契約書を締結いた

しました。 

 ① 合併の目的 

     仕入購買業務、在庫管理、物流その他の管理業務を一

体化することにより、当社グループ全体の資産効率及び

業務効率の改善を図るものであります。 

 ② 合併方式 

     当社日本トイザらス株式会社を存続会社とする吸収合

併（簡易合併)方式で、トイザらス・ドット・コム ジ

ャパン株式会社は解散します。 

 ③ 合併比率 

     当社日本トイザらス株式会社は、トイザらス・ドッ

ト・コム ジャパン株式会社の全株式を所有しており合

併による新株式の発行及び資本金の増加ならびに合併交

付金の支払は行いません。 

 ④ 合併期日 

     平成18年４月１日 

 ⑤ その他重要な事項      

     抱合株式消却により、利益剰余金が12億円減少する見

込であります。 

１. サービス契約の解除について 

 当社は平成18年11月30日をもって日本マクドナルド株

式会社との「サービス契約」を解除いたしましたが、平

成19年２月28日付で同社より、東京地方裁判所において

「役務提供契約存在確認等請求事件」として契約の有効

性を求める訴訟が提起されております。詳細につきまし

ては、「注記事項」の「貸借対照表関係 ２．偶発損

失」に記載しております。 

２. 商品の回収について 

 当社が輸入販売した乳幼児向け玩具の一部に、食品衛

生法で使用が禁止されている「フタル酸ビス」が含まれ

ていることが判明したことを受け、同法の指定に該当す

る189種類の乳幼児向け玩具の全てについてその後自主

的に出荷・販売を停止し、検査を実施いたしました。そ

の結果、平成19年３月26日に10種類の玩具の一部に、

「フタル酸ビス」が含まれている事が判明し、翌27日よ

り回収を実施しております。この関連に伴う費用を、約

60百万円見込んでおります。 

３. 店舗の閉鎖について 

 当社は平成19年４月23日に尼崎店（兵庫県尼崎市）に

ついて、店舗所有者との間で退店に関する合意に達しま

した。閉店日は平成19年５月６日を予定しており、この

退店に伴う固定資産の除却等により、約185百万円の店

舗閉鎖関連損失を見込んでおります。 



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【有形固定資産等明細表】 

   (注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。  

 (１)建物 

八幡店 95,990千円、 大阪鶴見店 90,111千円、佐賀店 129,534千円、 

昭島店 140,376千円、 新鎌ヶ谷店 140,971千円、 

ベビーザらス豊中店 161,552千円、 ベビーザらス名西店 143,444千円、 

ベビーザらス錦糸町店 168,947千円 

 (２)工具器具備品 

トイザらス・ドット・コム・ジャパン株式会社の合併に伴う増加 213,633千円 

八幡店 57,470千円、 大阪鶴見店 80,017千円、佐賀店 62,712千円、 

昭島店 71,749千円、 新鎌ヶ谷店 69,169千円、 

ベビーザらス豊中店 98,534千円、 ベビーザらス名西店 92,895千円、 

ベビーザらス錦糸町店 102,084千円 

 (３)ソフトウェア 

トイザらス・ドット・コム・ジャパン株式会社の合併に伴う増加 229,581千円 

   (注)２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。  

     建物 

    閉鎖店舗の設備除却  

千葉中央店 243,206千円、鳥栖店 148,708千円、八戸ノ里店690,795千円  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

日本マクドナルドホールディングス 

株式会社 
1,000 2,055 

計 1,000 2,055 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 

（千円） 

有形固定資産               

建物 32,650,539 1,502,207 1,089,568 33,063,177 11,465,456 1,661,737 21,597,721 

構築物 1,291,239 50,735 113,828 1,228,147 457,159 63,814 770,987 

機械装置 2,042,675 300 1,001 2,041,974 776,086 136,211 1,265,888 

車両運搬具 123,856 － 11,400 112,456 81,987 11,527 30,469 

工具器具備品 16,136,237 1,243,408 809,378 16,570,267 7,212,176 1,281,060 9,358,091 

建設仮勘定 191,455 410,595 477,831 124,219 － － 124,219 

有形固定資産計 52,436,004 3,207,247 2,503,008 53,140,244 19,992,865 3,154,350 33,147,378 

無形固定資産               

ソフトウェア 2,094,890 365,350 394,363 2,065,876 1,173,622 442,812 892,254 

電話加入権 81,566 799 － 82,365 － － 82,365 

無形固定資産計 2,176,457 366,149 394,363 2,148,242 1,173,622 442,812 974,620 

長期前払費用 4,684,963 50,361 634,208 4,101,117 66,846 156,142 4,034,270 

繰延資産               

- － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 



【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予

定額は以下のとおりであります。 

【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、見積額の減少による取崩額であります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 20,800,000 17,100,000 0.735 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 880,000 880,000 2.673 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のも

のを除く。） 
17,140,000 16,260,000 1.702 平成23年～平成26年

その他の有利子負債 － － － － 

合計 38,820,000 34,240,000 － － 

 
１年超２年以内 

（千円） 
２年超３年以内 

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内 

（千円） 

長期借入金 880,000 880,000 12,380,000 880,000 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 921,926 228,258 299,922 146,967 703,295 

賞与引当金 196,553 368,576 196,553 － 368,576 

店舗閉鎖損失引当金 740,000 362,250 740,000 － 362,250 

契約解除損失引当金 － 300,000 － － 300,000 

リコール損失引当金 － 125,000 － － 125,000 

ポイント費用引当金 － 46,000 － － 46,000 

役員退職慰労引当金 254,456 18,537 237,045 － 35,949 



(2) 【被合併会社の財務諸表】 

    被合併会社であるトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社の財務諸表 

    ①貸借対照表 

   
第６期 

（平成18年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金     11,259   

２．売掛金     366,981   

３．商品     336,819   

４．貯蔵品     12,564   

５．前渡金     5,229   

６．前払費用     8,332   

７．未収還付消費税     9,153   

８．未収入金     5,692   

貸倒引当金     △959   

流動資産合計     755,072 60.9 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物   9,418     

減価償却累計額   757 8,660   

(2）器具備品   313,043     

減価償却累計額   93,265 219,777   

有形固定資産合計     228,438 18.4 

２．無形固定資産         

(1）電話加入権     799   

(2）ソフトウェア     250,329   

無形固定資産合計     251,128 20.3 

３．投資その他の資産         

(1）敷金     31   

(2）長期前払費用     5,057   

投資その他の資産合計     5,088 0.4 

固定資産合計     484,655 39.1 

資産合計     1,239,728 100.0 

 



   
第６期 

（平成18年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金     424,898   

２．短期借入金     2,715,000   

３．未払金     96,096   

４．未払費用     39,482   

５．未払法人税等     1,389   

６．前受金     2,615   

７．預り金     2,285   

８．賞与引当金     6,784   

９．その他     41,231   

流動負債合計     3,329,784   

負債合計     3,329,784 268.6 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金     550,000 44.4 

Ⅱ 利益剰余金         

  当期未処理損失   2,640,056     

利益剰余金合計     △2,640,056 △213.0 

資本合計     △2,090,056 △168.6 

負債・資本合計     1,239,728 100.0 

         



    ②損益計算書 

   
第６期 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  2,761,228 100.0 

Ⅱ 売上原価  2,166,098 78.4

売上総利益  595,130 21.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  956,591 34.7

      営業損失  361,461 △13.1

Ⅳ 営業外収益  10,850 0.1

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  8,642

２. 為替差損  155

３．その他  799 9,597 0.0

経常損失  360,208 △13.0

Ⅵ 特別損失  

  固定資産除却損  77,254 77,254 △2.8

税引前当期純損失  437,462 △15.8

法人税及び住民税  290 △0.1

当期純損失  437,752 △15.9

 前期繰越損失  2,202,303

 当期未処理損失  2,640,056



(3）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

１）現金及び預金 

２）売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注）当期発生高には消費税等が含まれております。 

区分 金額（千円） 

現金 786,182 

預金の種類   

当座預金 111,598 

普通預金 41,065 

別段預金 13,592 

小計 166,256 

合計 952,439 

相手先 金額（千円） 

㈱ジェーシービー  447,167 

ユーシーカード㈱ 364,871 

イオンクレジットサービス㈱ 356,854 

㈱クレディセゾン 284,281 

三井住友カード㈱ 238,297 

その他 554,013 

合計 2,245,484 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

1,551,944 51,495,369 50,801,829 2,245,484 95.77 13.46 



３）商品 

４）貯蔵品 

５）敷金及び保証金 

② 負債の部 

１）買掛金 

品目 金額（千円） 

玩具 4,668,373 

ベビー用品 6,568,922 

スポーツ用品・自転車 1,250,053 

エンタテインメント 5,032,099 

その他 2,708,132 

合計 20,227,582 

品目 金額（千円） 

商品券 123,246 

ショッピングバッグ 32,431 

店舗用輸入資材 51,564 

店舗用国内資材 34,946 

その他 36,118 

合計 278,307 

区分 金額（千円） 

店舗保証金 13,825,776 

店舗敷金 12,799,590 

その他 602,175 

合計 27,227,543 

相手先 金額（千円） 

㈱ハピネット 3,167,616 

㈱ユーエース 1,420,528 

㈱セガトイズ 1,408,448 

㈱エヌ・アール・エス 1,065,828 

ジェスネット㈱ 855,225 

その他 16,711,926 

合計 24,629,573 



２）短期借入金 

３）長期借入金 

(4）【その他】 

  該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

㈱みずほ銀行 9,000,000 

住友信託銀行㈱ 2,500,000 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 2,300,000 

㈱三井住友銀行 1,700,000 

㈱横浜銀行 900,000 

その他 700,000 

合計 17,100,000 

相手先 金額（千円） 

日本政策投資銀行 4,760,000 

㈱みずほ銀行 6,500,000 

㈱三井住友銀行  3,000,000 

住友信託銀行㈱  2,000,000 

合計 16,260,000 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 ２月１日から１月３１日まで 

定時株主総会 ４月中 

基準日 １月３１日 

株券の種類 100株券 500株券 10,000株券 

剰余金の配当の基準日 １月３１日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 日本経済新聞に掲載して行う。 

株主に対する特典 

毎年１月31日現在の株主及び実質株主に対し、年１回、所有株式数に応

じて以下のとおりトイザらスギフトカードを贈呈する。 

  100株以上   3,000円相当（1,000円券、３枚） 

  200株以上   6,000円相当（1,000円券、６枚） 

  300株以上   9,000円相当（1,000円券、９枚） 

  400株以上   12,000円相当（1,000円券、12枚） 

  500株以上   15,000円相当（1,000円券、15枚） 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和48年大蔵省令第５号）第三号様式 記載上の注意(49)ｅに規定

する親会社等はありません。  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  (1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第18期）（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日）平成18年４月27日関東財務局長に提出

  (2) 半期報告書 

     （第19期中）   （自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日）平成18年10月５日関東財務局長に提出

  (3) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。 

平成18年11月７日関東財務局長に提出 

  (4) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の付与）の規定に基づく臨時報告書

であります。 

平成18年11月７日関東財務局長に提出 

  (5) 臨時報告書の訂正報告書 

平成18年11月７日提出の臨時報告書（新株予約権の付与に関する内容）にかかる訂正報告書であります。 

平成18年12月４日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

    平成１８年４月２７日

日本トイザらス株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 二村 隆章  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 宮入 正幸  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本

トイザらス株式会社の平成１７年２月１日から平成１８年１月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本

トイザらス株式会社及び連結子会社の平成１８年１月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成１８年４月２７日

日本トイザらス株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 二村 隆章  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 宮入 正幸  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本

トイザらス株式会社の平成１７年２月１日から平成１８年１月３１日までの第１８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本トイ

ザらス株式会社の平成１８年１月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年3月15日にトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社の

増資引受を行った。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年2月20日にトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社と

の合併契約に調印した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成１９年４月２６日

日本トイザらス株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 橋本 正吉  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 宮入 正幸  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 石黒 一裕  印 

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本

トイザらス株式会社の平成１８年２月１日から平成１９年１月３１日までの第19期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本トイ

ザらス株式会社の平成１９年１月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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